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別添資料
実務実習における標準的な実習内容(例⽰)

及び概略評価(評価ルーブリック)
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実務実習の進め⽅と評価

経験学習の
サイクル

写真出典：6年制薬学ガイド 2024（⽇本私⽴薬科⼤学協会編）から引⽤。
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評価
フィード
バック

実務実習における「Does」の評価

経験学習の
サイクル
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評価
フィード
バック

別添資料
実務実習における標準的

な実習内容(例⽰)
及び概略評価

(評価ルーブリック)

経験学習の
サイクル



⼤学B,C,D,Eの学び

病院・薬局実習

学修⽬標：1−5）
観点：症例患者の
薬物治療のマネジ
メントの実践

学修⽬標：6）
観点：処⽅監
査と疑義照会
の実践

学修⽬標：6）
観点：患者・
来局者応対、
情報提供・教
育の実践

学修⽬標：6）
観点：処⽅せ
んに基づく医
薬品調製の実
践

学修⽬標：7）〜11）
観点①患者情報の把握
観点②医薬品情報の収集と評

価・活⽤
観点 ③薬物療法の個別最適化

F‐1‐1 薬物治療の個別最適化

F‐5 臨床で求められる基本的な能⼒
観点：医療⼈としての⾏動
観点：薬剤師の社会的使命及び社会的責任
観点：エビデンスの構築への貢献

F‐2 多職種連携にお
ける薬剤師の貢献
観点：多職種との関わ

りを通した薬剤師
職能の理解と⾃覚

F‐3 医療マネジメント・医療安全の
実践

観点①医薬品の供給と管理の実践
観点②組織としての医薬品情報管理の

実践
観点③医療安全の実践
観点④感染制御の実践

F‐4 地域医療・公衆衛⽣へ
の貢献
観点①疾病予防・健康維持・

増進の実践
観点②公衆衛⽣・災害への対

応実践

F‐1 薬物治療の実践

⼤学

⼤学で評価（⼤学でのシミュレーションの学びと対する評価）
臨床現場で評価（臨床現場での実際の経験からの学びに対する評価

⼤学で評価（⼤学でのシミュレー
ションの学びに対する評価）

臨床現場で評価（臨床現場での実
際の経験からの学びに対する評価

Ｆ臨床薬学 学びの場

臨床現場で評価（臨床現場での実
際の経験からの学びに対する評価

6

(a)−2 情報の収
集と評価

具体的な症例の薬物治療情
報を適切に⼊⼿し、現状評
価に利⽤する。

得られた情報及び情報源を批判的に評価し、効
果的に活⽤する。必要に応じて、さらなる情報
調査を⾏う。

症例の疾患の⼀般的な治療法を把握し、使⽤さ
れている医薬品の基本的な情報を収集する。

(b)−1 問題点の
識別と解決策の
提⽰

具体的な症例の薬物治療の
問題点を抽出し、その改善
や解決策を提⽰する。

有効性の⾯では、現状評価に基づき、薬物治療
をよりよいものにする治療設計(処⽅変更、中
⽌、継続等の提案等)を⽴案する。安全性の⾯で
は、相互作⽤、副作⽤の発現の有無等を検討
し、必要に応じて、治療設計(処⽅変更、中⽌、
患者観察等)を⾏う。検討結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

⼊⼿した患者情報や薬物治療の情報を基に、適
正使⽤、有効性、安全性の観点から、現在の症
例の薬物療法に問題が無いか検討し、問題点を
識別する。

(b)−2 解決策の
提案

具体的な症例の継続したモ
ニタリングを実施する。

具体的な症例の継続した有効性、安全性のモニ
タリング計画を⽴案する。結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

具体的な症例の疾患に対する薬物治療の有効性
と安全性をモニタリングする指標を適切に指摘
する。

F-1-1の学修⽬標1)〜5)は、⼤学において、症例を⽤いて「D 医療薬学」で学んだ⼀般論を、個別
症例に適応し、最適化する訓練を⾏う際の(フェーズ①)ものである。したがって、この概略評価
の例⽰は、⼤学での模擬症例を題材とした学び(シミュレーション：Shows how)を想定して作成
した。そのため、2段階の例⽰とした。
学修⽬標7)〜11)は、この1)〜5)までの学びを基に臨床現場で(フェーズ②)、実際の患者を担当し
学び修得を⽬指す。その学修評価は、臨床現場でパフォーマンスとして⽰すことができるように
なったかを以下(学修⽬標6)〜11)横)に⽰した評価の指針に基づく観点ごとに作成したルーブリッ
クでパフォーマンスを評価するものとする。

⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩児、各種障害を持つ
症例等、特に注意すべき患者背景を持つ症例に
対し、的確に患者背景を把握し、要約する。症
例にとって好ましいアウトカムを⽣活の質
(QOL)の維持・改善等の視点から検討する。

提⽰された症例の患者背景、疾患情報を的確に
把握し、要約する。

評価の指針：1.具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し(a)、その改善や解決策を提⽰する(b)。

観点 アウトカム
第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

臨床現場での評価 ⼤学での評価(シミュレーション)
(a)−1 患者情報
の把握

F-1 薬物治療の実践

1)医薬品適正使⽤の概念を説明する。
2)患者情報を適切に収集し、評価することによ
り、患者の状態を正確に把握する。
3)薬物治療の評価等に必要な情報について、最
も適切な情報源を効果的に利⽤し、情報を収集
する。また、得られた情報及び情報源を批判的
に評価し、効果的に活⽤する。
4)薬物治療の問題点の抽出を⾏い、その評価に
基づき、問題解決策を検討し、薬物治療を個別
最適化するための計画を⽴案する。
5)様々なモニタリング項⽬から患者状態を的確
に把握し、薬物治療の有効性と安全性を確認・
評価して適切に記録する。

(1)適正使⽤のサイクル、個別最適化、有効性モニタリ
ング、安全性モニタリング、疑義照会・処⽅提案
【1)】
(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・典型的な疾患(循環器、糖尿病、感染症、がん
など)の具体的な症例(ペーパーペイシェント)を
題材とし、学修事項を学ぶ。講義だけではな
く、問題解決型学習(PBL)や演習などを⽤いた学
修が望ましい。
※１:上記症例を⽤い「D 医療薬学」で学んだ⼀
般論を、個別症例に適応し、最適化する訓練を
⾏う。左記学修事項を⽤いて学修⽬標を達成す
る。
※２:上記の症例を題材として、「B 社会と薬
学」「C 基礎薬学」「E 衛⽣薬学」の学修を振
り返り、症例と関連する内容とのつながりを再
確認する。具体例：Bで学んだ薬剤師の使命と患
者応対、Cで学んだ対象臓器の正常機能、適応薬
剤の構造活性相関、Eで学んだ⽣活環境や習慣な
どを確認する
・上記の症例を組み込んだ講義や演習(可能であ
れば、シミュレーターもしくはシミュレーショ
ン教材の利⽤による、⾝体所⾒の観察とフィジ
カルアセスメントなどの実施)
・上記の症例を⽤いた症例要約や記録の実施

―― ――

F-1-1 薬物治療の個別最適化

評価ルーブリック

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

具体的な症例の患者情報を
適切に⼊⼿し、現状評価に
利⽤する。

別添資料 実務実習における標準的な実習内容(例⽰)及び概略評価(評価ルーブリック)

学修⽬標、学習事
項に応じた実習
内容の例⽰

観点ごとの評価
ルーブリック

評価ルーブリックの第4段階は、卒業時における理想のパフォーマンス、具体的
には「患者個々の背景を考慮した個別化医療が実践できるレベル」を想定した。
また、第1段階は、実習で患者を担当し、事例を経験できるレベルとした。



F 臨床薬学
＜⼤項⽬の学修⽬標＞ 「C 基礎薬学」で学ぶ化学物質や⽣体の基礎知識を基に、「D 医療薬学」で学
ぶ疾患や医薬品の知識を総合的に活⽤して、適切な薬物治療の計画を⽴案し、患者・⽣活者中⼼の視点
から個別最適な薬物治療を提供する。「B 社会と薬学」で学ぶ法令や規範、倫理等を遵守し、患者、⽣
活者の⽴場を尊重したコミュニケーションにより、多職種との連携を円滑に⾏い、質の⾼い薬学的管理
によるファーマシューティカルケアを実践する。また、「B 社会と薬学」で学ぶ健康管理や「E 衛⽣薬
学」で学ぶ公衆衛⽣、感染制御、環境保全等の知識を、医療現場や地域で活⽤して、医療、保健、介護、
福祉の向上に貢献する能⼒を⾝に付ける。
＜評価の指針＞

1. 具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し、その改善や解決策を提⽰する。
2. 患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し、個々

の患者の薬物治療の個別最適化を図る。
3. 患者、⽣活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発信に努める。また、

多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を⾃覚する。
4. 医療現場で、医薬品管理、医薬品情報の管理、医療安全、感染制御に携わり、個々の課題解決に取り

組む。
5. 地域医療や介護、福祉の中で、地域住⺠の疾病予防や健康維持・増進、公衆衛⽣等に携わり、個々の

課題解決に取り組む。
6. 医療⼈として、個々の患者や家族の気持ちに寄り添い利他的な⾏動を⼼がける。また、倫理的な配慮

についても深く考察して対応する。
7. 薬剤師業務の社会的責務を深く理解し、医療⼈としての⾃覚と⼼構えを持ち、他の医療、保健、介護、

福祉関係者と連携し対応する。
8. 医療現場や地域の課題を科学的な視点で考察し解決策を提案するとともに、その成果を広く社会に公

表し薬学の進歩に資する。 7

評価ルーブリックは、評価の指針
を、実務実習での学⽣のパフォー
マンスを評価しやすいように、観

点毎に作成

フェーズ①

実務実習前に大
学で行う患者個
別の薬物治療を
中心とした学修

フェーズ②
医療現場等で患
者・生活者から

学ぶ実務実習

フェーズ③
実習終了後に各
大学が行う卒業
に向けた深化・
一般化を図る臨
床薬学の学修

臨床に係る実践
的な能力の更な
る向上を図るた
め、追加で行う
学修

患者・
生活者
を担当
する
薬局実
習

５年次
11週

患者・
生活者
を担当
する
病院実
習

５年次
11週

実務実習終了
後の学生が
個々に体験し
た症例・事例
の共有

薬物治療に関
する学修の深
化・一般化

学生の希望と
各大学が有す
る教育資源に
応じた医療施
設等での追加
の実習等

講義・PBL・
シミュレーション
等による学修

実務実習を
開始する前
の事前学習

４年次
４週以上

薬

学

共

用

試

験

8



9

(a)−2 情報の収
集と評価

具体的な症例の薬物治療情
報を適切に⼊⼿し、現状評
価に利⽤する。

得られた情報及び情報源を批判的に評価し、効
果的に活⽤する。必要に応じて、さらなる情報
調査を⾏う。

症例の疾患の⼀般的な治療法を把握し、使⽤さ
れている医薬品の基本的な情報を収集する。

(b)−1 問題点の
識別と解決策の
提⽰

具体的な症例の薬物治療の
問題点を抽出し、その改善
や解決策を提⽰する。

有効性の⾯では、現状評価に基づき、薬物治療
をよりよいものにする治療設計(処⽅変更、中
⽌、継続等の提案等)を⽴案する。安全性の⾯で
は、相互作⽤、副作⽤の発現の有無等を検討
し、必要に応じて、治療設計(処⽅変更、中⽌、
患者観察等)を⾏う。検討結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

⼊⼿した患者情報や薬物治療の情報を基に、適
正使⽤、有効性、安全性の観点から、現在の症
例の薬物療法に問題が無いか検討し、問題点を
識別する。

(b)−2 解決策の
提案

具体的な症例の継続したモ
ニタリングを実施する。

具体的な症例の継続した有効性、安全性のモニ
タリング計画を⽴案する。結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

具体的な症例の疾患に対する薬物治療の有効性
と安全性をモニタリングする指標を適切に指摘
する。

F-1-1の学修⽬標1)〜5)は、⼤学において、症例を⽤いて「D 医療薬学」で学んだ⼀般論を、個別
症例に適応し、最適化する訓練を⾏う際の(フェーズ①)ものである。したがって、この概略評価
の例⽰は、⼤学での模擬症例を題材とした学び(シミュレーション：Shows how)を想定して作成
した。そのため、2段階の例⽰とした。
学修⽬標7)〜11)は、この1)〜5)までの学びを基に臨床現場で(フェーズ②)、実際の患者を担当し
学び修得を⽬指す。その学修評価は、臨床現場でパフォーマンスとして⽰すことができるように
なったかを以下(学修⽬標6)〜11)横)に⽰した評価の指針に基づく観点ごとに作成したルーブリッ
クでパフォーマンスを評価するものとする。

⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩児、各種障害を持つ
症例等、特に注意すべき患者背景を持つ症例に
対し、的確に患者背景を把握し、要約する。症
例にとって好ましいアウトカムを⽣活の質
(QOL)の維持・改善等の視点から検討する。

提⽰された症例の患者背景、疾患情報を的確に
把握し、要約する。

評価の指針：1.具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し(a)、その改善や解決策を提⽰する(b)。

観点 アウトカム
第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

臨床現場での評価 ⼤学での評価(シミュレーション)
(a)−1 患者情報
の把握

F-1 薬物治療の実践

1)医薬品適正使⽤の概念を説明する。
2)患者情報を適切に収集し、評価することによ
り、患者の状態を正確に把握する。
3)薬物治療の評価等に必要な情報について、最
も適切な情報源を効果的に利⽤し、情報を収集
する。また、得られた情報及び情報源を批判的
に評価し、効果的に活⽤する。
4)薬物治療の問題点の抽出を⾏い、その評価に
基づき、問題解決策を検討し、薬物治療を個別
最適化するための計画を⽴案する。
5)様々なモニタリング項⽬から患者状態を的確
に把握し、薬物治療の有効性と安全性を確認・
評価して適切に記録する。

(1)適正使⽤のサイクル、個別最適化、有効性モニタリ
ング、安全性モニタリング、疑義照会・処⽅提案
【1)】
(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・典型的な疾患(循環器、糖尿病、感染症、がん
など)の具体的な症例(ペーパーペイシェント)を
題材とし、学修事項を学ぶ。講義だけではな
く、問題解決型学習(PBL)や演習などを⽤いた学
修が望ましい。
※１:上記症例を⽤い「D 医療薬学」で学んだ⼀
般論を、個別症例に適応し、最適化する訓練を
⾏う。左記学修事項を⽤いて学修⽬標を達成す
る。
※２:上記の症例を題材として、「B 社会と薬
学」「C 基礎薬学」「E 衛⽣薬学」の学修を振
り返り、症例と関連する内容とのつながりを再
確認する。具体例：Bで学んだ薬剤師の使命と患
者応対、Cで学んだ対象臓器の正常機能、適応薬
剤の構造活性相関、Eで学んだ⽣活環境や習慣な
どを確認する
・上記の症例を組み込んだ講義や演習(可能であ
れば、シミュレーターもしくはシミュレーショ
ン教材の利⽤による、⾝体所⾒の観察とフィジ
カルアセスメントなどの実施)
・上記の症例を⽤いた症例要約や記録の実施

―― ――

F-1-1 薬物治療の個別最適化

評価ルーブリック

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

具体的な症例の患者情報を
適切に⼊⼿し、現状評価に
利⽤する。

別添資料 実務実習における標準的な実習内容(例⽰)及び概略評価(評価ルーブリック)

10

F-1 薬物治療の実践

1)医薬品適正使⽤の概念を説明する。
2)患者情報を適切に収集し、評価することによ
り、患者の状態を正確に把握する。
3)薬物治療の評価等に必要な情報について、最
も適切な情報源を効果的に利⽤し、情報を収集
する。また、得られた情報及び情報源を批判的
に評価し、効果的に活⽤する。
4)薬物治療の問題点の抽出を⾏い、その評価に
基づき、問題解決策を検討し、薬物治療を個別
最適化するための計画を⽴案する。
5)様々なモニタリング項⽬から患者状態を的確
に把握し、薬物治療の有効性と安全性を確認・
評価して適切に記録する。

(1)適正使⽤のサイクル、個別最適化、有効性モニタリ
ング、安全性モニタリング、疑義照会・処⽅提案
【1)】
(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・典型的な疾患(循環器、糖尿病、感染症、がん
など)の具体的な症例(ペーパーペイシェント)を
題材とし、学修事項を学ぶ。講義だけではな
く、問題解決型学習(PBL)や演習などを⽤いた学
修が望ましい。
※１:上記症例を⽤い「D 医療薬学」で学んだ⼀
般論を、個別症例に適応し、最適化する訓練を
⾏う。左記学修事項を⽤いて学修⽬標を達成す
る。
※２:上記の症例を題材として、「B 社会と薬
学」「C 基礎薬学」「E 衛⽣薬学」の学修を振
り返り、症例と関連する内容とのつながりを再
確認する。具体例：Bで学んだ薬剤師の使命と患
者応対、Cで学んだ対象臓器の正常機能、適応薬
剤の構造活性相関、Eで学んだ⽣活環境や習慣な
どを確認する
・上記の症例を組み込んだ講義や演習(可能であ
れば、シミュレーターもしくはシミュレーショ
ン教材の利⽤による、⾝体所⾒の観察とフィジ
カルアセスメントなどの実施)
・上記の症例を⽤いた症例要約や記録の実施

F-1-1 薬物治療の個別最適化

学修⽬標 学修事項 ⼤学(参考)

F-1 薬物治療の実践

1)医薬品適正使⽤の概念を説明する。
2)患者情報を適切に収集し、評価することによ
り、患者の状態を正確に把握する。
3)薬物治療の評価等に必要な情報について、最
も適切な情報源を効果的に利⽤し、情報を収集
する。また、得られた情報及び情報源を批判的
に評価し、効果的に活⽤する。
4)薬物治療の問題点の抽出を⾏い、その評価に
基づき、問題解決策を検討し、薬物治療を個別
最適化するための計画を⽴案する。
5)様々なモニタリング項⽬から患者状態を的確
に把握し、薬物治療の有効性と安全性を確認・
評価して適切に記録する。

(1)適正使⽤のサイクル、個別最適化、有効性モニタリ
ング、安全性モニタリング、疑義照会・処⽅提案
【1)】
(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・典型的な疾患(循環器、糖尿病、感染症、がん
など)の具体的な症例(ペーパーペイシェント)を
題材とし、学修事項を学ぶ。講義だけではな
く、問題解決型学習(PBL)や演習などを⽤いた学
修が望ましい。
※１:上記症例を⽤い「D 医療薬学」で学んだ⼀
般論を、個別症例に適応し、最適化する訓練を
⾏う。左記学修事項を⽤いて学修⽬標を達成す
る。
※２:上記の症例を題材として、「B 社会と薬
学」「C 基礎薬学」「E 衛⽣薬学」の学修を振
り返り、症例と関連する内容とのつながりを再
確認する。具体例：Bで学んだ薬剤師の使命と患
者応対、Cで学んだ対象臓器の正常機能、適応薬
剤の構造活性相関、Eで学んだ⽣活環境や習慣な
どを確認する
・上記の症例を組み込んだ講義や演習(可能であ
れば、シミュレーターもしくはシミュレーショ
ン教材の利⽤による、⾝体所⾒の観察とフィジ
カルアセスメントなどの実施)
・上記の症例を⽤いた症例要約や記録の実施

F-1-1 薬物治療の個別最適化

学修⽬標 学修事項 ⼤学(参考)



写真出典：6年制薬学ガイド 2024（⽇本私⽴薬科⼤学協会編）から引⽤。
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19

タバコを⽌められ
たことによってテ
オフィリンの代謝
がもどり、過剰の

テオフィリン
に・・・

[D：薬剤
服薬指導]

相互作用
[D：薬剤]

薬剤師
薬学 教⼦

⼥優 ⼩⾕カリナさん

喘息の薬物治療 ≠ 小谷カリナさんの薬物治療

喘息の病態と原因
治療薬の種類、作用機序、
特徴と適応、副作用

喘息治療ガイドライン
治療成果（エビデンス）

何％有効か？
報告された副作用

一般化（標準化）

D 医療薬学

治療薬の体内動態
腎機能と動態
製剤の特徴や種類

薬理
病態

医薬品
情報

薬剤
製剤

Dの学びだけで、
すぐにこのような
ことができるで

しょうか？

こんなことが
できる学生を

育てたい
＝学習成果



喘息の病態と原因 患者情報 ⇒小谷さんの喘息の状態
処方薬の妥当性⇒小谷さんに有効で適正な薬

第1選択？ 追加？
服薬可能な剤型⇒小谷さんが使える剤形
(寝たきり、嚥下障害）
投与量調節 ⇒小谷さんの腎機能を考慮した投与量
服薬指導 ⇒小谷さんの理解にあわせて
有効性モニタリング ⇒小谷さんでの薬効評価

⇒アドヒアランス向上
副作用症状とモニタリング ⇒小谷さんの安全性確保
病識・薬識 ⇒ 小谷さんの思いに寄り添った医療

治療薬の種類、作用機序、
特徴と適応、副作用

喘息治療ガイドライン
治療成果（エビデンス）

何％有効か？
報告された副作用

一般化（標準化） 個別化

D 医療薬学 F 臨床薬学

治療薬の体内動態
腎機能と動態
製剤の特徴や種類

薬理
病態

医薬品
情報

薬剤、
製剤

まずは、ペーパーペイシェント 小谷さんで
統合する訓練！

→本物の現場で患者○○さんを担当して学ぶ

喘息の薬物治療 ≠ 小谷カリナさんの薬物治療
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(a)−2 情報の収
集と評価

具体的な症例の薬物治療情
報を適切に⼊⼿し、現状評
価に利⽤する。

得られた情報及び情報源を批判的に評価し、効
果的に活⽤する。必要に応じて、さらなる情報
調査を⾏う。

症例の疾患の⼀般的な治療法を把握し、使⽤さ
れている医薬品の基本的な情報を収集する。

(b)−1 問題点の
識別と解決策の
提⽰

具体的な症例の薬物治療の
問題点を抽出し、その改善
や解決策を提⽰する。

有効性の⾯では、現状評価に基づき、薬物治療
をよりよいものにする治療設計(処⽅変更、中
⽌、継続等の提案等)を⽴案する。安全性の⾯で
は、相互作⽤、副作⽤の発現の有無等を検討
し、必要に応じて、治療設計(処⽅変更、中⽌、
患者観察等)を⾏う。検討結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

⼊⼿した患者情報や薬物治療の情報を基に、適
正使⽤、有効性、安全性の観点から、現在の症
例の薬物療法に問題が無いか検討し、問題点を
識別する。

(b)−2 解決策の
提案

具体的な症例の継続したモ
ニタリングを実施する。

具体的な症例の継続した有効性、安全性のモニ
タリング計画を⽴案する。結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

具体的な症例の疾患に対する薬物治療の有効性
と安全性をモニタリングする指標を適切に指摘
する。

F-1-1の学修⽬標1)〜5)は、⼤学において、症例を⽤いて「D 医療薬学」で学んだ⼀般論を、個別
症例に適応し、最適化する訓練を⾏う際の(フェーズ①)ものである。したがって、この概略評価
の例⽰は、⼤学での模擬症例を題材とした学び(シミュレーション：Shows how)を想定して作成
した。そのため、2段階の例⽰とした。
学修⽬標7)〜11)は、この1)〜5)までの学びを基に臨床現場で(フェーズ②)、実際の患者を担当し
学び修得を⽬指す。その学修評価は、臨床現場でパフォーマンスとして⽰すことができるように
なったかを以下(学修⽬標6)〜11)横)に⽰した評価の指針に基づく観点ごとに作成したルーブリッ
クでパフォーマンスを評価するものとする。

⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩児、各種障害を持つ
症例等、特に注意すべき患者背景を持つ症例に
対し、的確に患者背景を把握し、要約する。症
例にとって好ましいアウトカムを⽣活の質
(QOL)の維持・改善等の視点から検討する。

提⽰された症例の患者背景、疾患情報を的確に
把握し、要約する。

評価の指針：1.具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し(a)、その改善や解決策を提⽰する(b)。

観点 アウトカム
第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

臨床現場での評価 ⼤学での評価(シミュレーション)
(a)−1 患者情報
の把握

F-1 薬物治療の実践

1)医薬品適正使⽤の概念を説明する。
2)患者情報を適切に収集し、評価することによ
り、患者の状態を正確に把握する。
3)薬物治療の評価等に必要な情報について、最
も適切な情報源を効果的に利⽤し、情報を収集
する。また、得られた情報及び情報源を批判的
に評価し、効果的に活⽤する。
4)薬物治療の問題点の抽出を⾏い、その評価に
基づき、問題解決策を検討し、薬物治療を個別
最適化するための計画を⽴案する。
5)様々なモニタリング項⽬から患者状態を的確
に把握し、薬物治療の有効性と安全性を確認・
評価して適切に記録する。

(1)適正使⽤のサイクル、個別最適化、有効性モニタリ
ング、安全性モニタリング、疑義照会・処⽅提案
【1)】
(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・典型的な疾患(循環器、糖尿病、感染症、がん
など)の具体的な症例(ペーパーペイシェント)を
題材とし、学修事項を学ぶ。講義だけではな
く、問題解決型学習(PBL)や演習などを⽤いた学
修が望ましい。
※１:上記症例を⽤い「D 医療薬学」で学んだ⼀
般論を、個別症例に適応し、最適化する訓練を
⾏う。左記学修事項を⽤いて学修⽬標を達成す
る。
※２:上記の症例を題材として、「B 社会と薬
学」「C 基礎薬学」「E 衛⽣薬学」の学修を振
り返り、症例と関連する内容とのつながりを再
確認する。具体例：Bで学んだ薬剤師の使命と患
者応対、Cで学んだ対象臓器の正常機能、適応薬
剤の構造活性相関、Eで学んだ⽣活環境や習慣な
どを確認する
・上記の症例を組み込んだ講義や演習(可能であ
れば、シミュレーターもしくはシミュレーショ
ン教材の利⽤による、⾝体所⾒の観察とフィジ
カルアセスメントなどの実施)
・上記の症例を⽤いた症例要約や記録の実施

―― ――

F-1-1 薬物治療の個別最適化

評価ルーブリック

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

具体的な症例の患者情報を
適切に⼊⼿し、現状評価に
利⽤する。
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(a)−2 情報の収
集と評価

具体的な症例の薬物治療情
報を適切に⼊⼿し、現状評
価に利⽤する。

(b)−1 問題点の
識別と解決策の
提⽰

具体的な症例の薬物治療の
問題点を抽出し、その改善
や解決策を提⽰する。

(b)−2 解決策の
提案

具体的な症例の継続したモ
ニタリングを実施する。

F
症
の

学
学
な
ク

評価の指針：1.具体的な症例や事例の薬物治療の

観点 アウトカム

(a)−1 患者情報
の把握

具体的な症例の患者情報を
適切に⼊⼿し、現状評価に
利⽤する。

得られた情報及び情報源を批判的に評価し、効
果的に活⽤する。必要に応じて、さらなる情報
調査を⾏う。

症例の疾患の⼀般的な治療法を把握し、使⽤さ
れている医薬品の基本的な情報を収集する。

有効性の⾯では、現状評価に基づき、薬物治療
をよりよいものにする治療設計(処⽅変更、中
⽌、継続等の提案等)を⽴案する。安全性の⾯で
は、相互作⽤、副作⽤の発現の有無等を検討
し、必要に応じて、治療設計(処⽅変更、中⽌、
患者観察等)を⾏う。検討結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

⼊⼿した患者情報や薬物治療の情報を基に、適
正使⽤、有効性、安全性の観点から、現在の症
例の薬物療法に問題が無いか検討し、問題点を
識別する。

具体的な症例の継続した有効性、安全性のモニ
タリング計画を⽴案する。結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

具体的な症例の疾患に対する薬物治療の有効性
と安全性をモニタリングする指標を適切に指摘
する。

⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩児、各種障害を持つ
症例等、特に注意すべき患者背景を持つ症例に
対し、的確に患者背景を把握し、要約する。症
例にとって好ましいアウトカムを⽣活の質
(QOL)の維持・改善等の視点から検討する。

提⽰された症例の患者背景、疾患情報を的確に
把握し、要約する。

第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

写真出典：6年制薬学ガイド 2024（⽇本私⽴薬科⼤学協会編）から引⽤。
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プロブレム
＃イブプロフェンとMTXの相互作⽤によるMTX⾎中濃度の上昇の可能性と
それに伴う肝機能異常
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(a)−2 情報の収
集と評価

具体的な症例の薬物治療情
報を適切に⼊⼿し、現状評
価に利⽤する。

(b)−1 問題点の
識別と解決策の
提⽰

具体的な症例の薬物治療の
問題点を抽出し、その改善
や解決策を提⽰する。

(b)−2 解決策の
提案

具体的な症例の継続したモ
ニタリングを実施する。

F
症
の

学
学
な
ク

評価の指針：1.具体的な症例や事例の薬物治療の

観点 アウトカム

(a)−1 患者情報
の把握

具体的な症例の患者情報を
適切に⼊⼿し、現状評価に
利⽤する。

得られた情報及び情報源を批判的に評価し、効
果的に活⽤する。必要に応じて、さらなる情報
調査を⾏う。

症例の疾患の⼀般的な治療法を把握し、使⽤さ
れている医薬品の基本的な情報を収集する。

有効性の⾯では、現状評価に基づき、薬物治療
をよりよいものにする治療設計(処⽅変更、中
⽌、継続等の提案等)を⽴案する。安全性の⾯で
は、相互作⽤、副作⽤の発現の有無等を検討
し、必要に応じて、治療設計(処⽅変更、中⽌、
患者観察等)を⾏う。検討結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

⼊⼿した患者情報や薬物治療の情報を基に、適
正使⽤、有効性、安全性の観点から、現在の症
例の薬物療法に問題が無いか検討し、問題点を
識別する。

具体的な症例の継続した有効性、安全性のモニ
タリング計画を⽴案する。結果を適切にSOAP形
式等で記録する。

具体的な症例の疾患に対する薬物治療の有効性
と安全性をモニタリングする指標を適切に指摘
する。

⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩児、各種障害を持つ
症例等、特に注意すべき患者背景を持つ症例に
対し、的確に患者背景を把握し、要約する。症
例にとって好ましいアウトカムを⽣活の質
(QOL)の維持・改善等の視点から検討する。

提⽰された症例の患者背景、疾患情報を的確に
把握し、要約する。

第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)
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⼤学(参考) 薬局 病院

第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
処⽅監査と疑義
照会の実践

調剤監査・処⽅監査と疑義
照会、処⽅提案を実践す
る。患者情報と医薬品情報
に基づき、処⽅の妥当性、
適切性を判断する。必要に
応じて、疑義照会の必要性
を判断し、適切なコミュニ
ケーションのもと実施し、
記録し、次に活かす。

患者個々の薬物療法におけるアウトカムを患者
及びチームと共有し、病状の経過や⽣活環境・
⼼理・想い(ナラティブ)を考慮して、患者に提
供される薬物療法の妥当性・適切性を的確に判
断する。
薬物療法における患者のアウトカムを達成する
ために、疑義照会・処⽅提案を⾏い医師の処⽅
⾏動の変容を促す。

患者情報と薬学的知⾒を統合し、患者の薬物療
法のアウトカムに照らして、処⽅の妥当性、適
切性を判断する。
必要に応じて、疑義照会・処⽅提案を適切に実
施し、チーム内で情報を共有する。

患者情報と処⽅薬の基本的な医薬品情報に基づ
き、処⽅の妥当性を判断する。
疑義照会の必要性を判断すると共に、必要に応
じて代替案を検討した上で、適切に実施する。

患者情報に基づき、処⽅箋の不備・不適切な点
の有無を判断する。判断した内容について、疑
義照会の必要性を判断し、対応する。疑義照会
をした場合は、その内容を適切に記録する。

患者・来局者応
対、情報提供・
教育の実践

患者に情報提供及び患者教
育を実践する。

患者との良好な関係を構築し、患者ニーズを勘
案した上で最適な情報提供及び患者教育を継続
して実施する。

患者背景や治療に対する患者の思い、ニーズ等
を的確に把握し、それを踏まえた情報提供及び
教育を⾏う。

患者の理解度を確認しながら、患者背景に配慮
した情報提供を⾏う。

医薬品を安全かつ有効に使⽤するための情報を
種々のツールを⽤いて患者に提供する。
指導、教育内容を適切に記録する。

処⽅箋に基づく
医薬品調製の実
践

調剤監査、処⽅監査結果に
基づき適正な医薬品調製を
実践する。

――

監査・調剤において特別な注意を要する医薬品
を確認し、その適切な取り扱いを⾏う。
調剤業務の中で調製された薬剤の監査を⾏い、
誤りがあれば指摘する。
抗悪性腫瘍薬調製において、ケミカルハザード
回避操作を適切に実施する。

――

計数・計量調剤(散剤、⽔剤、軟膏等)を正確に
⾏う。
⼀包化、錠剤等の粉砕、適切な賦形等、⼯夫を
必要とする調剤について、その理由を確認しな
がら、適切に実施する。
注射処⽅箋にしたがって、無菌的混合操作を実
施する。

評価の指針：D医療薬学の評価の指針3、4、5からの継続

観点 アウトカム
臨床現場での評価

6)医薬品の適正使⽤の観点から、処⽅監査・解
析を⾏い、疑義照会・処⽅提案を実践し、調
剤、服薬指導、患者教育等を⾏う。

(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

評価ルーブリック

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
F-1-1 薬物治療の個別最適化(つづき)
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6)医薬品の適正使⽤の観点から、処⽅監査・解
析を⾏い、疑義照会・処⽅提案を実践し、調
剤、服薬指導、患者教育等を⾏う。

(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(6)患者背景と医療安全を踏まえた処⽅監査・解析と疑
義照会・処⽅提案【6)】
(7)患者背景と製剤の特性を踏まえた計数・計量調剤及
び注射薬無菌調製と調剤薬(注射薬含む)監査【6)】
(9)問題指向型システム(POS)とSOAP形式等による適
切な記録【5)、6)】

・
砕
・
・
・
・
・
・
・
・

学修⽬標 学修事項

F-1-1 薬物治療の個別最適化(つづき)
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⼤学(参考) 薬局 病院
・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

・調剤(計数、計量、⼀包化、混合、錠剤等の粉
砕、適切な賦形、⾃⼰注射剤等)
・無菌調製
・調剤監査
・処⽅監査
・疑義照会
・処⽅提案
・処⽅解析
・残薬・持参薬チェック
・服薬指導、患者教育

標準的な実習内容(例⽰)
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第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
処⽅監査と疑義
照会の実践

調剤監査・処⽅監査と疑義
照会、処⽅提案を実践す
る。患者情報と医薬品情報
に基づき、処⽅の妥当性、
適切性を判断する。必要に
応じて、疑義照会の必要性
を判断し、適切なコミュニ
ケーションのもと実施し、
記録し、次に活かす。

患者個々の薬物療法におけるアウトカムを患者
及びチームと共有し、病状の経過や⽣活環境・
⼼理・想い(ナラティブ)を考慮して、患者に提
供される薬物療法の妥当性・適切性を的確に判
断する。
薬物療法における患者のアウトカムを達成する
ために、疑義照会・処⽅提案を⾏い医師の処⽅
⾏動の変容を促す。

患者情報と薬学的知⾒を統合し、患者の薬物療
法のアウトカムに照らして、処⽅の妥当性、適
切性を判断する。
必要に応じて、疑義照会・処⽅提案を適切に実
施し、チーム内で情報を共有する。

患者情報と処⽅薬の基本的な医薬品情報に基づ
き、処⽅の妥当性を判断する。
疑義照会の必要性を判断すると共に、必要に応
じて代替案を検討した上で、適切に実施する。

患者情報に基づき、処⽅箋の不備・不適切な点
の有無を判断する。判断した内容について、疑
義照会の必要性を判断し、対応する。疑義照会
をした場合は、その内容を適切に記録する。

患者・来局者応
対、情報提供・
教育の実践

患者に情報提供及び患者教
育を実践する。

患者との良好な関係を構築し、患者ニーズを勘
案した上で最適な情報提供及び患者教育を継続
して実施する。

患者背景や治療に対する患者の思い、ニーズ等
を的確に把握し、それを踏まえた情報提供及び
教育を⾏う。

患者の理解度を確認しながら、患者背景に配慮
した情報提供を⾏う。

医薬品を安全かつ有効に使⽤するための情報を
種々のツールを⽤いて患者に提供する。
指導、教育内容を適切に記録する。

処⽅箋に基づく
医薬品調製の実
践

調剤監査、処⽅監査結果に
基づき適正な医薬品調製を
実践する。

――

監査・調剤において特別な注意を要する医薬品
を確認し、その適切な取り扱いを⾏う。
調剤業務の中で調製された薬剤の監査を⾏い、
誤りがあれば指摘する。
抗悪性腫瘍薬調製において、ケミカルハザード
回避操作を適切に実施する。

――

計数・計量調剤(散剤、⽔剤、軟膏等)を正確に
⾏う。
⼀包化、錠剤等の粉砕、適切な賦形等、⼯夫を
必要とする調剤について、その理由を確認しな
がら、適切に実施する。
注射処⽅箋にしたがって、無菌的混合操作を実
施する。

評価の指針：D医療薬学の評価の指針3、4、5からの継続

観点 アウトカム
臨床現場での評価

評価ルーブリック



フェーズ①

実務実習前に大
学で行う患者個
別の薬物治療を
中心とした学修

フェーズ②
医療現場等で患
者・生活者から

学ぶ実務実習

フェーズ③
実習終了後に各
大学が行う卒業
に向けた深化・
一般化を図る臨
床薬学の学修

臨床に係る実践
的な能力の更な
る向上を図るた
め、追加で行う
学修

患者・
生活者
を担当
する
薬局実
習

５年次
11週

患者・
生活者
を担当
する
病院実
習

５年次
11週

実務実習終了
後の学生が
個々に体験し
た症例・事例
の共有

薬物治療に関
する学修の深
化・一般化

学生の希望と
各大学が有す
る教育資源に
応じた医療施
設等での追加
の実習等

講義・PBL・
シミュレーション
等による学修

実務実習を
開始する前
の事前学習

４年次
４週以上

薬

学

共

用

試

験
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臨床実習での方略
患者○○さんを担当して、○○さんの薬物療法を考える！

症例を経験し、振り返
り、考え、さらに⼀般
化し、概念化していく

写真出典：6年制薬学ガイド 2024（⽇本私⽴薬科⼤学協会編）から引⽤。
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⼤学(参考) 薬局 病院

第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
(a)患者情報の把
握

患者情報を適切に収集・評
価・共有し、患者状態を正
確に把握して、薬物療法に
活かす。

把握した患者情報を、患者の環境、状態、必要
性に応じて、医薬品の効果や副作⽤のモニタリ
ングに活⽤し、継続的に収集・整理・把握し、
薬物療法の評価に活かす。

患者の薬物療法のアウトカムを達成するために
必要な情報を的確に判断し、患者から情報収集
する。多職種との情報共有の機会(回診、カン
ファレンス等)に積極的に参加し、情報の発信と
共有により、患者情報の精度を⾼め、より多⾯
的かつ正確に患者状態を把握する。

患者の病態や状況(⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩
児、障害を持った⽅等)に配慮し、情報を収集す
る。⾃ら⾝体所⾒を得るための観察・測定等を
実施し、収集した患者情報を評価し、患者の状
態を把握する。

患者から薬物治療に係る基本的な情報(症状、既
往歴、アレルギー歴、医薬品の使⽤歴、副作⽤
歴､⽣活状況等)を収集する。患者情報の各種媒
体(診療録、調剤録・指導記録、看護記録、検査
記録、お薬⼿帳等)から薬物治療に必要な情報を
収集し、評価する。

(b)医薬品情報の
収集と評価・活
⽤

個々の患者の薬物療法の評
価等に必要な情報につい
て、最も適切な情報源を効
果的に利⽤し、情報を収集
すると共に、得た情報及び
情報源を批判的に評価し、
効果的に活⽤する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、最も適切な
情報源を効果的に利⽤し、情報を収集する。得
た情報及び情報源を批判的に評価し、活⽤す
る。
不⾜する情報については、常に新たな情報を収
集・整理し、エビデンスを創出するよう努⼒す
る。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、⼀次資料(原
著論⽂)も含めた適切な情報源を利⽤し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質的に評価し、提供する。
患者の⾏動変容につながる情報や医療の質向上
に寄与する情報を主体的に作成・発信する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的を明確にし、基本的な情
報源に加え、複数の情報源を利⽤して調査を実
践する。得た情報の評価を常に⾏い、患者や医
療スタッフのニーズを踏まえて提供する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な基本的
な情報源である医薬品添付⽂書、インタビュー
フォーム、RMP、診療ガイドライン等を確認
し、情報収集する。得た情報の評価を⾏う。

薬物療法の問題点の評価に
基づき、問題解決策を提
案、実践し、薬物療法を個
別最適化する。

薬物療法や⽣活習慣の問題点を重要性や緊急性
を考慮して適切に識別し、現状評価を正確に⾏
う。
当該ケースにおける最善の解決策を⾒極め、提
案する。
論理的で実⾏可能な解決策を実⾏に移し、その
結果を評価する。

薬物療法の問題点を主体的に識別する。問題点
の現状評価を明確に⾏い、処⽅設計や他の解決
策について検討し、論理的で実⾏可能な解決策
を明⽰し、提案する。

常に、有効性、安全性、経済性の観点から問題
点の識別と現状評価を⾏う。
処⽅設計を含めた解決策について、主体的に検
討し、当該ケースの薬物療法の個別最適化に努
める。

薬物療法の有効性、アドヒアランス不良や腎機
能低下時の投与量等の基本的な安全性の問題点
を識別し、現状評価を⾏い、必要な場合は処⽅
設計を⾏う。

代表的な疾患を有する患者を担当し、薬物療法
の有効性、安全性を評価する指標を適切に指摘
する。
患者の状態をモニタリングするためのツールと
して、臨床検査値の継続的な確認をする。

評価ルーブリック
評価の指針：2.患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し(a)、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し(b)、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る(c)。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

(c)薬物療法の個
別最適化

様々なモニタリング項⽬か
ら患者状態を適切に評価
し、薬物療法の効果と副作
⽤モニタリングを実践す
る。

薬物療法に関する経過モニタリングを基に患者
の状態を総合的に評価し、処⽅設計や問題解決
につなげ、薬物療法のPDCAサイクルを効果的
に回し、薬物療法の質の向上に貢献する。

患者の状態、薬物療法の有効性及び安全性、
QOLの維持・改善や効果不⼗分等の観点で患者
を観察し、適切に判断する。安全性の⾯では、
相互作⽤、副作⽤の発現等を検討し、必要に応
じて、処⽅変更や問題解決につなげる。副作⽤
を確認した場合は、副作⽤軽減化の対策を検討
すると共に、副作⽤報告等を主体的に実施す
る。

薬物療法の有効性、安全性を評価するために必
要な指標を継続的にモニタリングし、患者の状
態を評価する。評価結果は、適切にカルテや薬
歴等に記録する。

7)個々の患者背景を踏まえ患者の最善のアウト
カムを考慮し、科学的根拠に基づく薬物治療の
計画を⽴案する。
8)薬物治療開始時からその必要性と安全性を評
価し、医薬品の不適正使⽤等によるリスクを回
避 するとともに、薬物治療開始後の患者の状
態を継続的に把握し、適切に評価し、医薬品の
有効性と安全性を確保する。
9)疾患の病期(急性期、回復期、慢性期、終末
期)や患者や家族の希望、年齢(⼩児から⾼齢者
まで)、⽣理学的変動、療養の環境や⽣活状況
を踏まえ、その状況に適した薬物治療を計画⽴
案し、関係者間の情報共有により、シームレス
な薬物治療を実践する。
10)複数の疾患、複数の医薬品が複雑に関連し
て治療を受けている患者の薬物治療について、
その安全性、有効性を評価し、⽣活の質(QOL)
の維持・改善、副作⽤の予防・早期発⾒等を実
践する。
11)多職種の専⾨性や思考、意識等の違いを理
解し、連携する多職種とどのように関われば最
も患者・⽣活者にとって有益かを模索する。多
職種からの評価を受け⼊れ、連携による患者・
⽣活者のより効果的な薬物治療と継続的な薬学
的管理を実現する。

(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(8)患者の状態と背景及び薬剤の特徴(製剤的性質等)を
考慮した調剤上の⼯夫【7)、8)】
(10)患者情報に基づく薬物治療上の問題点の抽出とそ
の適切な評価及び薬学的管理の実践【7)、8)】
(11)患者の状態を考慮した栄養管理、⼝腔ケア、⽣活
指導【7)、8)】
(12)患者の継続的なフォローアップ、薬物治療開始後
からの継続的なモニタリングの実施、薬物治療の効果
と副作⽤の評価【7)、8)】
(13)様々な背景を有する患者の薬物治療の個別最適化
【7)、8)、9)】
(14)複数の疾患が併存する場合の適切な薬物治療への
対応【7)、8)、10)】
(15)多数の併⽤薬が混在する(ポリファーマシー)患者
の薬物治療の再検討、改善【7)、8)、10)】
(16)在宅医療やチーム医療等の多職種連携の現場にお
ける薬物治療【7)、8)、11)】
(17)プロトコールに基づく薬物治療マネジメント
【9)、10)、11)】

――

・様々な患者の担当(様々な疾患：循環器、糖尿
病、感染症、がん等、様々な背景、多疾患併存
等)

・患者の担当：
(1)患者の薬歴や指導記録を確認し、患者の状
態、変化の把握
(2)患者⾯談
(3)患者の薬物治療のアウトカムに対して何らか
の問題がないか抽出、把握し、討議
(4)介⼊の必要性の検討、調査、討議、薬物治療
の計画の⽴案
(5)患者指導
(6)記録と振り返り

・初回⾯談の経験
・継続的に対応可能な患者の担当

・在宅医療における患者の担当
・担当する患者の在宅医療における多職種カン
ファレンスへの参加

・定期的な症例報告の実施、症例検討会への参
加

・様々な患者の担当(様々な疾患：循環器、糖尿
病、感染症、がん等、様々な背景、多疾患併存
等)

・患者の担当：
(1)患者のカルテや指導記録を毎⽇確認し、患者
の状態、変化の把握
(2)患者⾯談
(3)患者の薬物治療のアウトカムに対して何らか
の問題がないか抽出、把握し、討議
(4)介⼊の必要性の検討、調査、討議、薬物治療
の計画の⽴案
(5)患者指導
(6)記録と振り返り

・⼊院時初回⾯談の経験
・⼊院から退院までの継続的な患者の担当

・担当する患者の病棟カンファレンス、チーム
カンファレンスへの参加
・プロトコールに基づく薬物治療マネジメント
(PBPM)の経験

・定期的な症例報告の実施、症例検討会への参
加

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
F-1-1 薬物治療の個別最適化（つづき）

※ルーブリックは次ページ
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7)個々の患者背景を踏まえ患者の最善のアウト
カムを考慮し、科学的根拠に基づく薬物治療の
計画を⽴案する。
8)薬物治療開始時からその必要性と安全性を評
価し、医薬品の不適正使⽤等によるリスクを回
避 するとともに、薬物治療開始後の患者の状
態を継続的に把握し、適切に評価し、医薬品の
有効性と安全性を確保する。
9)疾患の病期(急性期、回復期、慢性期、終末
期)や患者や家族の希望、年齢(⼩児から⾼齢者
まで)、⽣理学的変動、療養の環境や⽣活状況
を踏まえ、その状況に適した薬物治療を計画⽴
案し、関係者間の情報共有により、シームレス
な薬物治療を実践する。
10)複数の疾患、複数の医薬品が複雑に関連し
て治療を受けている患者の薬物治療について、
その安全性、有効性を評価し、⽣活の質(QOL)
の維持・改善、副作⽤の予防・早期発⾒等を実
践する。
11)多職種の専⾨性や思考、意識等の違いを理
解し、連携する多職種とどのように関われば最
も患者・⽣活者にとって有益かを模索する。多
職種からの評価を受け⼊れ、連携による患者・
⽣活者のより効果的な薬物治療と継続的な薬学
的管理を実現する。

(2)薬物治療を個別最適化するために必要な⾝体的、⼼
理的、社会的患者背景【2)、7)】
(3)薬学的管理に必要な⾝体所⾒の観察・測定・評価
(フィジカルアセスメント)【2)、5)、7)】
(4)診療ガイドライン・治療ガイドや医薬品リスク管理
計画(RMP)等適切な情報の収集と評価 【3)、7)】
(5)主な疾患における薬物治療の計画、⽴案(薬剤選
択、⽤量設定、剤形選択、投与経路、服薬指導・配慮
すべき点、薬物⾎中濃度モニタリング、有効性・安全
性モニタリング等)【2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)】
(8)患者の状態と背景及び薬剤の特徴(製剤的性質等)を
考慮した調剤上の⼯夫【7)、8)】
(10)患者情報に基づく薬物治療上の問題点の抽出とそ
の適切な評価及び薬学的管理の実践【7)、8)】
(11)患者の状態を考慮した栄養管理、⼝腔ケア、⽣活
指導【7)、8)】
(12)患者の継続的なフォローアップ、薬物治療開始後
からの継続的なモニタリングの実施、薬物治療の効果
と副作⽤の評価【7)、8)】
(13)様々な背景を有する患者の薬物治療の個別最適化
【7)、8)、9)】
(14)複数の疾患が併存する場合の適切な薬物治療への
対応【7)、8)、10)】
(15)多数の併⽤薬が混在する(ポリファーマシー)患者
の薬物治療の再検討、改善【7)、8)、10)】
(16)在宅医療やチーム医療等の多職種連携の現場にお
ける薬物治療【7)、8)、11)】
(17)プロトコールに基づく薬物治療マネジメント
【9)、10)、11)】

学修⽬標 学修事項

F-1-1 薬物治療の個別最適化（つづき）
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薬局 病院
・様々な患者の担当(様々な疾患：循環器、糖尿
病、感染症、がん等、様々な背景、多疾患併存
等)

・患者の担当：
(1)患者の薬歴や指導記録を確認し、患者の状
態、変化の把握
(2)患者⾯談
(3)患者の薬物治療のアウトカムに対して何らか
の問題がないか抽出、把握し、討議
(4)介⼊の必要性の検討、調査、討議、薬物治療
の計画の⽴案
(5)患者指導
(6)記録と振り返り

・初回⾯談の経験
・継続的に対応可能な患者の担当

・在宅医療における患者の担当
・担当する患者の在宅医療における多職種カン
ファレンスへの参加

・定期的な症例報告の実施、症例検討会への参
加

・様々な患者の担当(様々な疾患：循環器、糖尿
病、感染症、がん等、様々な背景、多疾患併存
等)

・患者の担当：
(1)患者のカルテや指導記録を毎⽇確認し、患者
の状態、変化の把握
(2)患者⾯談
(3)患者の薬物治療のアウトカムに対して何らか
の問題がないか抽出、把握し、討議
(4)介⼊の必要性の検討、調査、討議、薬物治療
の計画の⽴案
(5)患者指導
(6)記録と振り返り

・⼊院時初回⾯談の経験
・⼊院から退院までの継続的な患者の担当

・担当する患者の病棟カンファレンス、チーム
カンファレンスへの参加
・プロトコールに基づく薬物治療マネジメント
(PBPM)の経験

・定期的な症例報告の実施、症例検討会への参
加

標準的な実習内容(例⽰)
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第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
(a)患者情報の把
握

患者情報を適切に収集・評
価・共有し、患者状態を正
確に把握して、薬物療法に
活かす。

把握した患者情報を、患者の環境、状態、必要
性に応じて、医薬品の効果や副作⽤のモニタリ
ングに活⽤し、継続的に収集・整理・把握し、
薬物療法の評価に活かす。

患者の薬物療法のアウトカムを達成するために
必要な情報を的確に判断し、患者から情報収集
する。多職種との情報共有の機会(回診、カン
ファレンス等)に積極的に参加し、情報の発信と
共有により、患者情報の精度を⾼め、より多⾯
的かつ正確に患者状態を把握する。

患者の病態や状況(⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩
児、障害を持った⽅等)に配慮し、情報を収集す
る。⾃ら⾝体所⾒を得るための観察・測定等を
実施し、収集した患者情報を評価し、患者の状
態を把握する。

患者から薬物治療に係る基本的な情報(症状、既
往歴、アレルギー歴、医薬品の使⽤歴、副作⽤
歴､⽣活状況等)を収集する。患者情報の各種媒
体(診療録、調剤録・指導記録、看護記録、検査
記録、お薬⼿帳等)から薬物治療に必要な情報を
収集し、評価する。

(b)医薬品情報の
収集と評価・活
⽤

個々の患者の薬物療法の評
価等に必要な情報につい
て、最も適切な情報源を効
果的に利⽤し、情報を収集
すると共に、得た情報及び
情報源を批判的に評価し、
効果的に活⽤する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、最も適切な
情報源を効果的に利⽤し、情報を収集する。得
た情報及び情報源を批判的に評価し、活⽤す
る。
不⾜する情報については、常に新たな情報を収
集・整理し、エビデンスを創出するよう努⼒す
る。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、⼀次資料(原
著論⽂)も含めた適切な情報源を利⽤し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質的に評価し、提供する。
患者の⾏動変容につながる情報や医療の質向上
に寄与する情報を主体的に作成・発信する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的を明確にし、基本的な情
報源に加え、複数の情報源を利⽤して調査を実
践する。得た情報の評価を常に⾏い、患者や医
療スタッフのニーズを踏まえて提供する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な基本的
な情報源である医薬品添付⽂書、インタビュー
フォーム、RMP、診療ガイドライン等を確認
し、情報収集する。得た情報の評価を⾏う。

薬物療法の問題点の評価に
基づき、問題解決策を提
案、実践し、薬物療法を個
別最適化する。

薬物療法や⽣活習慣の問題点を重要性や緊急性
を考慮して適切に識別し、現状評価を正確に⾏
う。
当該ケースにおける最善の解決策を⾒極め、提
案する。
論理的で実⾏可能な解決策を実⾏に移し、その
結果を評価する。

薬物療法の問題点を主体的に識別する。問題点
の現状評価を明確に⾏い、処⽅設計や他の解決
策について検討し、論理的で実⾏可能な解決策
を明⽰し、提案する。

常に、有効性、安全性、経済性の観点から問題
点の識別と現状評価を⾏う。
処⽅設計を含めた解決策について、主体的に検
討し、当該ケースの薬物療法の個別最適化に努
める。

薬物療法の有効性、アドヒアランス不良や腎機
能低下時の投与量等の基本的な安全性の問題点
を識別し、現状評価を⾏い、必要な場合は処⽅
設計を⾏う。

代表的な疾患を有する患者を担当し、薬物療法
の有効性、安全性を評価する指標を適切に指摘
する。
患者の状態をモニタリングするためのツールと
して、臨床検査値の継続的な確認をする。

評価ルーブリック
評価の指針：2.患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し(a)、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し(b)、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る(c)。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

(c)薬物療法の個
別最適化

様々なモニタリング項⽬か
ら患者状態を適切に評価
し、薬物療法の効果と副作
⽤モニタリングを実践す
る。

薬物療法に関する経過モニタリングを基に患者
の状態を総合的に評価し、処⽅設計や問題解決
につなげ、薬物療法のPDCAサイクルを効果的
に回し、薬物療法の質の向上に貢献する。

患者の状態、薬物療法の有効性及び安全性、
QOLの維持・改善や効果不⼗分等の観点で患者
を観察し、適切に判断する。安全性の⾯では、
相互作⽤、副作⽤の発現等を検討し、必要に応
じて、処⽅変更や問題解決につなげる。副作⽤
を確認した場合は、副作⽤軽減化の対策を検討
すると共に、副作⽤報告等を主体的に実施す
る。

薬物療法の有効性、安全性を評価するために必
要な指標を継続的にモニタリングし、患者の状
態を評価する。評価結果は、適切にカルテや薬
歴等に記録する。
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第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
(a)患者情報の把
握

患者情報を適切に収集・評
価・共有し、患者状態を正
確に把握して、薬物療法に
活かす。

把握した患者情報を、患者の環境、状態、必要
性に応じて、医薬品の効果や副作⽤のモニタリ
ングに活⽤し、継続的に収集・整理・把握し、
薬物療法の評価に活かす。

患者の薬物療法のアウトカムを達成するために
必要な情報を的確に判断し、患者から情報収集
する。多職種との情報共有の機会(回診、カン
ファレンス等)に積極的に参加し、情報の発信と
共有により、患者情報の精度を⾼め、より多⾯
的かつ正確に患者状態を把握する。

患者の病態や状況(⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩
児、障害を持った⽅等)に配慮し、情報を収集す
る。⾃ら⾝体所⾒を得るための観察・測定等を
実施し、収集した患者情報を評価し、患者の状
態を把握する。

患者から薬物治療に係る基本的な情報(症状、既
往歴、アレルギー歴、医薬品の使⽤歴、副作⽤
歴､⽣活状況等)を収集する。患者情報の各種媒
体(診療録、調剤録・指導記録、看護記録、検査
記録、お薬⼿帳等)から薬物治療に必要な情報を
収集し、評価する。

(b)医薬品情報の
収集と評価・活
⽤

個々の患者の薬物療法の評
価等に必要な情報につい
て、最も適切な情報源を効
果的に利⽤し、情報を収集
すると共に、得た情報及び
情報源を批判的に評価し、
効果的に活⽤する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、最も適切な
情報源を効果的に利⽤し、情報を収集する。得
た情報及び情報源を批判的に評価し、活⽤す
る。
不⾜する情報については、常に新たな情報を収
集・整理し、エビデンスを創出するよう努⼒す
る。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、⼀次資料(原
著論⽂)も含めた適切な情報源を利⽤し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質的に評価し、提供する。
患者の⾏動変容につながる情報や医療の質向上
に寄与する情報を主体的に作成・発信する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的を明確にし、基本的な情
報源に加え、複数の情報源を利⽤して調査を実
践する。得た情報の評価を常に⾏い、患者や医
療スタッフのニーズを踏まえて提供する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な基本的
な情報源である医薬品添付⽂書、インタビュー
フォーム、RMP、診療ガイドライン等を確認
し、情報収集する。得た情報の評価を⾏う。

薬物療法の問題点の評価に
基づき、問題解決策を提
案、実践し、薬物療法を個
別最適化する。

薬物療法や⽣活習慣の問題点を重要性や緊急性
を考慮して適切に識別し、現状評価を正確に⾏
う。
当該ケースにおける最善の解決策を⾒極め、提
案する。
論理的で実⾏可能な解決策を実⾏に移し、その
結果を評価する。

薬物療法の問題点を主体的に識別する。問題点
の現状評価を明確に⾏い、処⽅設計や他の解決
策について検討し、論理的で実⾏可能な解決策
を明⽰し、提案する。

常に、有効性、安全性、経済性の観点から問題
点の識別と現状評価を⾏う。
処⽅設計を含めた解決策について、主体的に検
討し、当該ケースの薬物療法の個別最適化に努
める。

薬物療法の有効性、アドヒアランス不良や腎機
能低下時の投与量等の基本的な安全性の問題点
を識別し、現状評価を⾏い、必要な場合は処⽅
設計を⾏う。

代表的な疾患を有する患者を担当し、薬物療法
の有効性、安全性を評価する指標を適切に指摘
する。
患者の状態をモニタリングするためのツールと
して、臨床検査値の継続的な確認をする。

評価ルーブリック
評価の指針：2.患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し(a)、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し(b)、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る(c)。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

(c)薬物療法の個
別最適化

様々なモニタリング項⽬か
ら患者状態を適切に評価
し、薬物療法の効果と副作
⽤モニタリングを実践す
る。

薬物療法に関する経過モニタリングを基に患者
の状態を総合的に評価し、処⽅設計や問題解決
につなげ、薬物療法のPDCAサイクルを効果的
に回し、薬物療法の質の向上に貢献する。

患者の状態、薬物療法の有効性及び安全性、
QOLの維持・改善や効果不⼗分等の観点で患者
を観察し、適切に判断する。安全性の⾯では、
相互作⽤、副作⽤の発現等を検討し、必要に応
じて、処⽅変更や問題解決につなげる。副作⽤
を確認した場合は、副作⽤軽減化の対策を検討
すると共に、副作⽤報告等を主体的に実施す
る。

薬物療法の有効性、安全性を評価するために必
要な指標を継続的にモニタリングし、患者の状
態を評価する。評価結果は、適切にカルテや薬
歴等に記録する。
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第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
(a)患者情報の把
握

患者情報を適切に収集・評
価・共有し、患者状態を正
確に把握して、薬物療法に
活かす。

把握した患者情報を、患者の環境、状態、必要
性に応じて、医薬品の効果や副作⽤のモニタリ
ングに活⽤し、継続的に収集・整理・把握し、
薬物療法の評価に活かす。

患者の薬物療法のアウトカムを達成するために
必要な情報を的確に判断し、患者から情報収集
する。多職種との情報共有の機会(回診、カン
ファレンス等)に積極的に参加し、情報の発信と
共有により、患者情報の精度を⾼め、より多⾯
的かつ正確に患者状態を把握する。

患者の病態や状況(⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩
児、障害を持った⽅等)に配慮し、情報を収集す
る。⾃ら⾝体所⾒を得るための観察・測定等を
実施し、収集した患者情報を評価し、患者の状
態を把握する。

患者から薬物治療に係る基本的な情報(症状、既
往歴、アレルギー歴、医薬品の使⽤歴、副作⽤
歴､⽣活状況等)を収集する。患者情報の各種媒
体(診療録、調剤録・指導記録、看護記録、検査
記録、お薬⼿帳等)から薬物治療に必要な情報を
収集し、評価する。

(b)医薬品情報の
収集と評価・活
⽤

個々の患者の薬物療法の評
価等に必要な情報につい
て、最も適切な情報源を効
果的に利⽤し、情報を収集
すると共に、得た情報及び
情報源を批判的に評価し、
効果的に活⽤する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、最も適切な
情報源を効果的に利⽤し、情報を収集する。得
た情報及び情報源を批判的に評価し、活⽤す
る。
不⾜する情報については、常に新たな情報を収
集・整理し、エビデンスを創出するよう努⼒す
る。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、⼀次資料(原
著論⽂)も含めた適切な情報源を利⽤し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質的に評価し、提供する。
患者の⾏動変容につながる情報や医療の質向上
に寄与する情報を主体的に作成・発信する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的を明確にし、基本的な情
報源に加え、複数の情報源を利⽤して調査を実
践する。得た情報の評価を常に⾏い、患者や医
療スタッフのニーズを踏まえて提供する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な基本的
な情報源である医薬品添付⽂書、インタビュー
フォーム、RMP、診療ガイドライン等を確認
し、情報収集する。得た情報の評価を⾏う。

薬物療法の問題点の評価に
基づき、問題解決策を提
案、実践し、薬物療法を個
別最適化する。

薬物療法や⽣活習慣の問題点を重要性や緊急性
を考慮して適切に識別し、現状評価を正確に⾏
う。
当該ケースにおける最善の解決策を⾒極め、提
案する。
論理的で実⾏可能な解決策を実⾏に移し、その
結果を評価する。

薬物療法の問題点を主体的に識別する。問題点
の現状評価を明確に⾏い、処⽅設計や他の解決
策について検討し、論理的で実⾏可能な解決策
を明⽰し、提案する。

常に、有効性、安全性、経済性の観点から問題
点の識別と現状評価を⾏う。
処⽅設計を含めた解決策について、主体的に検
討し、当該ケースの薬物療法の個別最適化に努
める。

薬物療法の有効性、アドヒアランス不良や腎機
能低下時の投与量等の基本的な安全性の問題点
を識別し、現状評価を⾏い、必要な場合は処⽅
設計を⾏う。

代表的な疾患を有する患者を担当し、薬物療法
の有効性、安全性を評価する指標を適切に指摘
する。
患者の状態をモニタリングするためのツールと
して、臨床検査値の継続的な確認をする。

評価ルーブリック
評価の指針：2.患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し(a)、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し(b)、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る(c)。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

(c)薬物療法の個
別最適化

様々なモニタリング項⽬か
ら患者状態を適切に評価
し、薬物療法の効果と副作
⽤モニタリングを実践す
る。

薬物療法に関する経過モニタリングを基に患者
の状態を総合的に評価し、処⽅設計や問題解決
につなげ、薬物療法のPDCAサイクルを効果的
に回し、薬物療法の質の向上に貢献する。

患者の状態、薬物療法の有効性及び安全性、
QOLの維持・改善や効果不⼗分等の観点で患者
を観察し、適切に判断する。安全性の⾯では、
相互作⽤、副作⽤の発現等を検討し、必要に応
じて、処⽅変更や問題解決につなげる。副作⽤
を確認した場合は、副作⽤軽減化の対策を検討
すると共に、副作⽤報告等を主体的に実施す
る。

薬物療法の有効性、安全性を評価するために必
要な指標を継続的にモニタリングし、患者の状
態を評価する。評価結果は、適切にカルテや薬
歴等に記録する。



患者さんの
⽣活状況や

⾷⽣活
は・・・

患者さんをみ
て！ちゃんと、
相談してね。
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お薬とハーブ
ティーの相性
がわるいの
で・・・
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第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)
(a)患者情報の把
握

患者情報を適切に収集・評
価・共有し、患者状態を正
確に把握して、薬物療法に
活かす。

把握した患者情報を、患者の環境、状態、必要
性に応じて、医薬品の効果や副作⽤のモニタリ
ングに活⽤し、継続的に収集・整理・把握し、
薬物療法の評価に活かす。

患者の薬物療法のアウトカムを達成するために
必要な情報を的確に判断し、患者から情報収集
する。多職種との情報共有の機会(回診、カン
ファレンス等)に積極的に参加し、情報の発信と
共有により、患者情報の精度を⾼め、より多⾯
的かつ正確に患者状態を把握する。

患者の病態や状況(⾼齢者、妊婦・授乳婦、⼩
児、障害を持った⽅等)に配慮し、情報を収集す
る。⾃ら⾝体所⾒を得るための観察・測定等を
実施し、収集した患者情報を評価し、患者の状
態を把握する。

患者から薬物治療に係る基本的な情報(症状、既
往歴、アレルギー歴、医薬品の使⽤歴、副作⽤
歴､⽣活状況等)を収集する。患者情報の各種媒
体(診療録、調剤録・指導記録、看護記録、検査
記録、お薬⼿帳等)から薬物治療に必要な情報を
収集し、評価する。

(b)医薬品情報の
収集と評価・活
⽤

個々の患者の薬物療法の評
価等に必要な情報につい
て、最も適切な情報源を効
果的に利⽤し、情報を収集
すると共に、得た情報及び
情報源を批判的に評価し、
効果的に活⽤する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、最も適切な
情報源を効果的に利⽤し、情報を収集する。得
た情報及び情報源を批判的に評価し、活⽤す
る。
不⾜する情報については、常に新たな情報を収
集・整理し、エビデンスを創出するよう努⼒す
る。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的に合わせて、⼀次資料(原
著論⽂)も含めた適切な情報源を利⽤し、調査を
実践する。
得た情報を量的、質的に評価し、提供する。
患者の⾏動変容につながる情報や医療の質向上
に寄与する情報を主体的に作成・発信する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な情報調
査において、その⽬的を明確にし、基本的な情
報源に加え、複数の情報源を利⽤して調査を実
践する。得た情報の評価を常に⾏い、患者や医
療スタッフのニーズを踏まえて提供する。

個々の患者の薬物療法の評価等に必要な基本的
な情報源である医薬品添付⽂書、インタビュー
フォーム、RMP、診療ガイドライン等を確認
し、情報収集する。得た情報の評価を⾏う。

薬物療法の問題点の評価に
基づき、問題解決策を提
案、実践し、薬物療法を個
別最適化する。

薬物療法や⽣活習慣の問題点を重要性や緊急性
を考慮して適切に識別し、現状評価を正確に⾏
う。
当該ケースにおける最善の解決策を⾒極め、提
案する。
論理的で実⾏可能な解決策を実⾏に移し、その
結果を評価する。

薬物療法の問題点を主体的に識別する。問題点
の現状評価を明確に⾏い、処⽅設計や他の解決
策について検討し、論理的で実⾏可能な解決策
を明⽰し、提案する。

常に、有効性、安全性、経済性の観点から問題
点の識別と現状評価を⾏う。
処⽅設計を含めた解決策について、主体的に検
討し、当該ケースの薬物療法の個別最適化に努
める。

薬物療法の有効性、アドヒアランス不良や腎機
能低下時の投与量等の基本的な安全性の問題点
を識別し、現状評価を⾏い、必要な場合は処⽅
設計を⾏う。

代表的な疾患を有する患者を担当し、薬物療法
の有効性、安全性を評価する指標を適切に指摘
する。
患者の状態をモニタリングするためのツールと
して、臨床検査値の継続的な確認をする。

評価ルーブリック
評価の指針：2.患者・⽣活者個々の状況を的確に把握し(a)、評価するとともに、有効で安全な薬物治療を検討し(b)、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る(c)。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

(c)薬物療法の個
別最適化

様々なモニタリング項⽬か
ら患者状態を適切に評価
し、薬物療法の効果と副作
⽤モニタリングを実践す
る。

薬物療法に関する経過モニタリングを基に患者
の状態を総合的に評価し、処⽅設計や問題解決
につなげ、薬物療法のPDCAサイクルを効果的
に回し、薬物療法の質の向上に貢献する。

患者の状態、薬物療法の有効性及び安全性、
QOLの維持・改善や効果不⼗分等の観点で患者
を観察し、適切に判断する。安全性の⾯では、
相互作⽤、副作⽤の発現等を検討し、必要に応
じて、処⽅変更や問題解決につなげる。副作⽤
を確認した場合は、副作⽤軽減化の対策を検討
すると共に、副作⽤報告等を主体的に実施す
る。

薬物療法の有効性、安全性を評価するために必
要な指標を継続的にモニタリングし、患者の状
態を評価する。評価結果は、適切にカルテや薬
歴等に記録する。

学⽣とともに、学⽣のパ
フォーマンスを振り返り
ながら、ここまではでき
るようになったね。もう
⼀息かな・・・という評

価を



⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
評価の指針：3.患者、⽣活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発信に努める。また、多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を⾃覚する。

多職種との関わ
りを通した薬剤
師職能の理解と
⾃覚

多職種との関わりを通して
薬剤師としての職能を⾃覚
することで、チーム医療に
おいて職能を⼗分に発揮す
る。患者、⽣活者、連携す
る多職種と円滑なコミュニ
ケーションを図り、情報共
有し、発信する。

患者・⽣活者の抱える課題や問題に対し、多職
種で⽬標を設定し、合意形成を図ることなどに
より、患者・⽣活者・家族などの意思決定を⽀
援する。シームレスな患者⽀援を実践するため
に、常に、薬剤師としての専⾨性向上に努め
る。

患者・⽣活者の抱える課題や問題について多職
種での情報共有を適切に⾏い、明確化すると共
に、議論に積極的に加わる。この中で、薬剤師
としての思考、意識、感情、価値観等を常に振
り返る。その経験と省察を繰り返す。

多様なチーム医療の現場で、患者･⽣活者の抱え
る課題、問題点とチームの⽬標と⽅針を把握す
る。この中で、⾃らの職能をどう活かすかにつ
いて意⾒を持つ。多職種と関わることで、チー
ム医療における薬剤師職能のニーズに気づき、
チームでの情報共有と意思表⽰を⾏う。

多様なチーム医療の発揮が求められる現場に⾝
を置き、多職種のチームでの役割発揮を観察
し、多職種の専⾨性を理解する。多職種と積極
的にコミュニケーションをとり、他者からの評
価を受け⼊れ、チームの⼀員となる努⼒をす
る。

1)多様な医療チームにおける薬剤師及び多職種
の役割を説明し、薬剤師に求められる役割と責
任を⾃覚する。
2)地域に応じた施設間連携等の医療制度、保健
福祉制度等を説明する。
3)機能が異なる病院間、病院と薬局間、薬局と
薬局との間等の施設間の連携、地域包括ケアシ
ステムにおける医療、保健、介護、福祉に関す
る連携に参画して、⼊退院時等における療養環
境の変化にシームレスな患者⽀援を実践する。
4)連携する多職種とともに、患者・⽣活者に
とって何が重要な課題かを明確にし、共通の⽬
標を設定し、チームの活動⽅針を共有し課題解
決を図るとともに、薬学的観点からチームの活
動に有益な情報を提供する。
5)患者や家族が議論や意思決定に積極的に参加
できるように多職種・患者や家族に働きかけ
る。
6)各専⾨職の背景が異なることに配慮し、双⽅
向に互いの専⾨職としての役割、知識、意⾒、
価値観を共有する。また、相互理解を深め、対
⽴や葛藤を回避せず、お互いの考えを確認しな
がら連携する職種間の合意を形成し、患者・⽣
活者の問題解決を図る。
7)積極的にコミュニケーションを図り、連携す
る多職種と信頼関係を構築し、その維持、向上
に努める。
8)連携する多職種との関わりを通して、薬剤師
としての専⾨性や思考、意識、感情、価値観な
どを振り返り、その経験をより深く理解して連
携に活かすとともに、薬剤師としての専⾨性向
上に努める。

(1)多様な医療チームの⽬的と構成する各職種の役割と
責務【1)、8)】
(2)周術期、救急、集中治療等における医療チームでの
薬学的管理の実践【1)、3)】
(3)病院と地域の医療連携における具体的な⽅法(連携
クリニカルパス、退院時共同指導、病院・薬局連携、
関連施設との連携等)【1)、2)、3)】
(4)地域包括ケアシステムにおける医療、保健、介護、
福祉に関わる各職種の役割と責務【1)、2)、3)、8)】
(5)施設間連携や地域の医療、保健、介護、福祉におけ
る連携に必要な関連制度とその実際【2)、3)】
(6)在宅療養⽀援における薬学的指導と関連多職種との
情報共有【2)、3)、4)】
(7)薬局(地域連携薬局、専⾨医療機関連携薬局、健康
サポート薬局等)と医療機関、地域の介護・福祉関連施
設との連携【1)、2)、3)、4)】
(8)多職種の視点を踏まえた患者の全⼈的評価【3)、
4)】
(9)連携する職種間の相互尊重に基づくコミュニケー
ション【4)、5)、6)、7)】
(10)チームの⽬標達成のために薬剤師の果たす役割の
理解と実践【4)、5)、6)、7)、8)】

・多職種(学⽣)との連携経験
・各種医療チームの種類、⽬的、役割

・地域包括ケアシステムにおけるカンファレン
スの参加、情報共有
・在宅医療への同⾏、患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・在宅を含めた地域の多職種連携への参画と多
職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

・各種医療チームのカンファレンス参加、情報
共有
・医療チームの対象患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・多職種のチームへの参画と多職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

評価ルーブリック

F-2-1 多職種連携への参画・薬剤師の職能発揮

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
評価の指針：3.患者、⽣活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発信に努める。また、多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を⾃覚する。

多職種との関わ
りを通した薬剤
師職能の理解と
⾃覚

多職種との関わりを通して
薬剤師としての職能を⾃覚
することで、チーム医療に
おいて職能を⼗分に発揮す
る。患者、⽣活者、連携す
る多職種と円滑なコミュニ
ケーションを図り、情報共
有し、発信する。

患者・⽣活者の抱える課題や問題に対し、多職
種で⽬標を設定し、合意形成を図ることなどに
より、患者・⽣活者・家族などの意思決定を⽀
援する。シームレスな患者⽀援を実践するため
に、常に、薬剤師としての専⾨性向上に努め
る。

患者・⽣活者の抱える課題や問題について多職
種での情報共有を適切に⾏い、明確化すると共
に、議論に積極的に加わる。この中で、薬剤師
としての思考、意識、感情、価値観等を常に振
り返る。その経験と省察を繰り返す。

多様なチーム医療の現場で、患者･⽣活者の抱え
る課題、問題点とチームの⽬標と⽅針を把握す
る。この中で、⾃らの職能をどう活かすかにつ
いて意⾒を持つ。多職種と関わることで、チー
ム医療における薬剤師職能のニーズに気づき、
チームでの情報共有と意思表⽰を⾏う。

多様なチーム医療の発揮が求められる現場に⾝
を置き、多職種のチームでの役割発揮を観察
し、多職種の専⾨性を理解する。多職種と積極
的にコミュニケーションをとり、他者からの評
価を受け⼊れ、チームの⼀員となる努⼒をす
る。

1)多様な医療チームにおける薬剤師及び多職種
の役割を説明し、薬剤師に求められる役割と責
任を⾃覚する。
2)地域に応じた施設間連携等の医療制度、保健
福祉制度等を説明する。
3)機能が異なる病院間、病院と薬局間、薬局と
薬局との間等の施設間の連携、地域包括ケアシ
ステムにおける医療、保健、介護、福祉に関す
る連携に参画して、⼊退院時等における療養環
境の変化にシームレスな患者⽀援を実践する。
4)連携する多職種とともに、患者・⽣活者に
とって何が重要な課題かを明確にし、共通の⽬
標を設定し、チームの活動⽅針を共有し課題解
決を図るとともに、薬学的観点からチームの活
動に有益な情報を提供する。
5)患者や家族が議論や意思決定に積極的に参加
できるように多職種・患者や家族に働きかけ
る。
6)各専⾨職の背景が異なることに配慮し、双⽅
向に互いの専⾨職としての役割、知識、意⾒、
価値観を共有する。また、相互理解を深め、対
⽴や葛藤を回避せず、お互いの考えを確認しな
がら連携する職種間の合意を形成し、患者・⽣
活者の問題解決を図る。
7)積極的にコミュニケーションを図り、連携す
る多職種と信頼関係を構築し、その維持、向上
に努める。
8)連携する多職種との関わりを通して、薬剤師
としての専⾨性や思考、意識、感情、価値観な
どを振り返り、その経験をより深く理解して連
携に活かすとともに、薬剤師としての専⾨性向
上に努める。

(1)多様な医療チームの⽬的と構成する各職種の役割と
責務【1)、8)】
(2)周術期、救急、集中治療等における医療チームでの
薬学的管理の実践【1)、3)】
(3)病院と地域の医療連携における具体的な⽅法(連携
クリニカルパス、退院時共同指導、病院・薬局連携、
関連施設との連携等)【1)、2)、3)】
(4)地域包括ケアシステムにおける医療、保健、介護、
福祉に関わる各職種の役割と責務【1)、2)、3)、8)】
(5)施設間連携や地域の医療、保健、介護、福祉におけ
る連携に必要な関連制度とその実際【2)、3)】
(6)在宅療養⽀援における薬学的指導と関連多職種との
情報共有【2)、3)、4)】
(7)薬局(地域連携薬局、専⾨医療機関連携薬局、健康
サポート薬局等)と医療機関、地域の介護・福祉関連施
設との連携【1)、2)、3)、4)】
(8)多職種の視点を踏まえた患者の全⼈的評価【3)、
4)】
(9)連携する職種間の相互尊重に基づくコミュニケー
ション【4)、5)、6)、7)】
(10)チームの⽬標達成のために薬剤師の果たす役割の
理解と実践【4)、5)、6)、7)、8)】

・多職種(学⽣)との連携経験
・各種医療チームの種類、⽬的、役割

・地域包括ケアシステムにおけるカンファレン
スの参加、情報共有
・在宅医療への同⾏、患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・在宅を含めた地域の多職種連携への参画と多
職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

・各種医療チームのカンファレンス参加、情報
共有
・医療チームの対象患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・多職種のチームへの参画と多職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

評価ルーブリック

F-2-1 多職種連携への参画・薬剤師の職能発揮

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
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⼤学(参考) 薬局 病院
・多職種(学⽣)との連携経験
・各種医療チームの種類、⽬的、役割

・地域包括ケアシステムにおけるカンファレン
スの参加、情報共有
・在宅医療への同⾏、患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・在宅を含めた地域の多職種連携への参画と多
職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

・各種医療チームのカンファレンス参加、情報
共有
・医療チームの対象患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・多職種のチームへの参画と多職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

・多職種(学⽣)との連携経験
・各種医療チームの種類、⽬的、役割

・地域包括ケアシステムにおけるカンファレン
スの参加、情報共有
・在宅医療への同⾏、患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・在宅を含めた地域の多職種連携への参画と多
職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

・各種医療チームのカンファレンス参加、情報
共有
・医療チームの対象患者の担当
・地域医療連携の事例経験
・多職種のチームへの参画と多職種視点の経験
・多職種によるケアを受けている患者の担当
・患者、家族への寄り添い経験(終末期等)
・地域医療連携での⼊院及び退院時の連携事例
経験

標準的な実習内容(例⽰)
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観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
評価の指針：3.患者、⽣活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発信に努める。また、多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を⾃覚する。

多職種との関わ
りを通した薬剤
師職能の理解と
⾃覚

多職種との関わりを通して
薬剤師としての職能を⾃覚
することで、チーム医療に
おいて職能を⼗分に発揮す
る。患者、⽣活者、連携す
る多職種と円滑なコミュニ
ケーションを図り、情報共
有し、発信する。

患者・⽣活者の抱える課題や問題に対し、多職
種で⽬標を設定し、合意形成を図ることなどに
より、患者・⽣活者・家族などの意思決定を⽀
援する。シームレスな患者⽀援を実践するため
に、常に、薬剤師としての専⾨性向上に努め
る。

患者・⽣活者の抱える課題や問題について多職
種での情報共有を適切に⾏い、明確化すると共
に、議論に積極的に加わる。この中で、薬剤師
としての思考、意識、感情、価値観等を常に振
り返る。その経験と省察を繰り返す。

多様なチーム医療の現場で、患者･⽣活者の抱え
る課題、問題点とチームの⽬標と⽅針を把握す
る。この中で、⾃らの職能をどう活かすかにつ
いて意⾒を持つ。多職種と関わることで、チー
ム医療における薬剤師職能のニーズに気づき、
チームでの情報共有と意思表⽰を⾏う。

多様なチーム医療の発揮が求められる現場に⾝
を置き、多職種のチームでの役割発揮を観察
し、多職種の専⾨性を理解する。多職種と積極
的にコミュニケーションをとり、他者からの評
価を受け⼊れ、チームの⼀員となる努⼒をす
る。

評価ルーブリック

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
評価の指針：3.患者、⽣活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発信に努める。また、多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を⾃覚する。

多職種との関わ
りを通した薬剤
師職能の理解と
⾃覚

多職種との関わりを通して
薬剤師としての職能を⾃覚
することで、チーム医療に
おいて職能を⼗分に発揮す
る。患者、⽣活者、連携す
る多職種と円滑なコミュニ
ケーションを図り、情報共
有し、発信する。

患者・⽣活者の抱える課題や問題に対し、多職
種で⽬標を設定し、合意形成を図ることなどに
より、患者・⽣活者・家族などの意思決定を⽀
援する。シームレスな患者⽀援を実践するため
に、常に、薬剤師としての専⾨性向上に努め
る。

患者・⽣活者の抱える課題や問題について多職
種での情報共有を適切に⾏い、明確化すると共
に、議論に積極的に加わる。この中で、薬剤師
としての思考、意識、感情、価値観等を常に振
り返る。その経験と省察を繰り返す。

多様なチーム医療の現場で、患者･⽣活者の抱え
る課題、問題点とチームの⽬標と⽅針を把握す
る。この中で、⾃らの職能をどう活かすかにつ
いて意⾒を持つ。多職種と関わることで、チー
ム医療における薬剤師職能のニーズに気づき、
チームでの情報共有と意思表⽰を⾏う。

多様なチーム医療の発揮が求められる現場に⾝
を置き、多職種のチームでの役割発揮を観察
し、多職種の専⾨性を理解する。多職種と積極
的にコミュニケーションをとり、他者からの評
価を受け⼊れ、チームの⼀員となる努⼒をす
る。

評価ルーブリック
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⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(a)医薬品の供給
と管理の実践

適切な医薬品の供給と管理
を実践する。

適切な医薬品の供給と管理を実践するために、
不⾜している情報やテーマを明確化し、新たな
知⾒を⾒いだす取り組みを⾏う。

医薬品の供給と品質管理について、課題を分析
し、抽出する。抽出した課題に対し、解決する
ための対策を議論し、提案する。

取扱いに注意が必要な医薬品 (劇薬・毒薬・⿇
薬・向精神薬及び覚醒剤原料、特定⽣物由来製
品、放射性医薬品、院内製剤、薬局製剤等) の適
切な管理(発注、供給、補充、保管、記録等)を
実践する。
医薬品の保管条件や有効期限を考慮した管理と
供給を⾏う。

所属する実習施設で取り扱う医薬品の種類と取
扱い上の注意点を把握し、発注や補充、棚卸等
の業務の中で適切な在庫管理を⾏う。

F-3 医療マネジメント・医療安全の実践
F-3-1 医薬品の供給と管理

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)流通状況を踏まえ、医薬品の供給及び管理を
適切に実施する。
2)市販されている医薬品では対応できない場合
の医薬品の調製、使⽤、品質管理等について説
明する。

(1)医薬品の発注、供給、保管、廃棄、記録及びその⼿
続きと在庫管理【1)】
(2)特別な注意を要する医薬品(劇薬、毒薬、⿇薬、向
精神薬、覚醒剤原料、ハイリスク薬、抗悪性腫瘍薬、
特定⽣物由来製品、放射性医薬品等)の管理と取扱い
【1)】
(3)院内製剤、薬局製造販売医薬品等の品質管理と取扱
い【2)】

・特別な注意を必要とする医薬品の取り扱い
・医薬品の供給、流通の把握

・医薬品の供給業務の経験
・特別な注意を要する医薬品の管理経験

・薬局製造販売医薬品の製造と販売、品質管理
経験

・医薬品の供給業務の経験
・特別な注意を要する医薬品の管理経験

・院内製剤の製造と品質管理経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(a)医薬品の供給
と管理の実践

適切な医薬品の供給と管理
を実践する。

適切な医薬品の供給と管理を実践するために、
不⾜している情報やテーマを明確化し、新たな
知⾒を⾒いだす取り組みを⾏う。

医薬品の供給と品質管理について、課題を分析
し、抽出する。抽出した課題に対し、解決する
ための対策を議論し、提案する。

取扱いに注意が必要な医薬品 (劇薬・毒薬・⿇
薬・向精神薬及び覚醒剤原料、特定⽣物由来製
品、放射性医薬品、院内製剤、薬局製剤等) の適
切な管理(発注、供給、補充、保管、記録等)を
実践する。
医薬品の保管条件や有効期限を考慮した管理と
供給を⾏う。

所属する実習施設で取り扱う医薬品の種類と取
扱い上の注意点を把握し、発注や補充、棚卸等
の業務の中で適切な在庫管理を⾏う。

F-3 医療マネジメント・医療安全の実践
F-3-1 医薬品の供給と管理

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)流通状況を踏まえ、医薬品の供給及び管理を
適切に実施する。
2)市販されている医薬品では対応できない場合
の医薬品の調製、使⽤、品質管理等について説
明する。

(1)医薬品の発注、供給、保管、廃棄、記録及びその⼿
続きと在庫管理【1)】
(2)特別な注意を要する医薬品(劇薬、毒薬、⿇薬、向
精神薬、覚醒剤原料、ハイリスク薬、抗悪性腫瘍薬、
特定⽣物由来製品、放射性医薬品等)の管理と取扱い
【1)】
(3)院内製剤、薬局製造販売医薬品等の品質管理と取扱
い【2)】

・特別な注意を必要とする医薬品の取り扱い
・医薬品の供給、流通の把握

・医薬品の供給業務の経験
・特別な注意を要する医薬品の管理経験

・薬局製造販売医薬品の製造と販売、品質管理
経験

・医薬品の供給業務の経験
・特別な注意を要する医薬品の管理経験

・院内製剤の製造と品質管理経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(b)組織としての
医薬品情報管理
の実践

所属する実習施設の医療環
境における医薬品情報に対
するニーズに基づき、評価
情報を提供し、不⾜情報に
対して創造的に対応する。

適正使⽤を推進するために不⾜している情報や
テーマを明確化し、新たな知⾒を⾒いだす取り
組みを⾏う。

適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ
き、医療環境に応じた医薬品適正使⽤を推進す
るための安全対策を⽴案する。
医薬品の採⽤に当たって評価すべき情報をあ
げ、必要な情報を収集して、有効かつ安全で経
済的な医薬品の採⽤、使⽤等について説明す
る。

所属する実習施設の医療環境における医療従事
者、患者等のニーズを把握し、根拠に基づいた
適切な評価を⾏い、⽬的に応じて加⼯し、適切
な医薬品情報の提供、発信(伝達)を⾏う。

所属する実習施設の医療環境に応じて医薬品適
正使⽤及び安全性情報を積極的に収集､管理す
る。

F-3-2 医薬品情報の管理と活⽤

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)医療環境に応じて医薬品の情報源や情報媒体
を把握し、利⽤して網羅的かつ最新の医薬品情
報を収集し、医療機関や患者集団への情報の適
合性や必要性を考慮する。また、根拠に基づい
た適切な評価及び⽬的に応じた加⼯を⾏い、医
薬品情報の提供、発信(伝達)を⾏う。
2)医療における安全性情報の収集に努めるとと
もに、安全性情報や回収情報等に対して医療環
境に応じて迅速に対応する。
3)報告されている種々の医薬品に関する情報を
整理、統合して、臨床で有益な知⾒を新たに構
築して提供する。
4)適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ
き、医療環境に応じた医薬品適正使⽤の推進と
安全対策を⽴案する。
5)医療環境に応じた医薬品使⽤基準について理
解し、有効かつ安全で経済的な医薬品の採⽤、
使⽤等について説明する。

(1)医療機関や地域の特性等を考慮した医薬品の情報
源・情報媒体の選択と利⽤【1)】
(2)医療環境に応じた医薬品情報の伝達と周知、その⽅
法【1)】
(3)医薬品の安全性情報の収集と報告及び緊急情報(安
全性情報、回収・製造中⽌情報等)への対応【2)】
(4)医療現場における根拠に基づく医療(EBM)の実践、
ビッグデータの活⽤【3)、4)】
(5)有効かつ安全で経済的な医薬品の使⽤⽅針と、医薬
品の適正な採⽤、採⽤中⽌等の流れ 【3)】
(6)医薬品適正使⽤の推進と安全対策の⽴案【4)】
(7)医療機関等における標準的な薬剤選択の⽅針
(フォーミュラリ)【5)】

・医薬品評価(後発医薬品や新薬の評価、フォー
ミュラリ等)
・安全性情報報告シミュレーション
・疑義照会シミュレーション

・薬局内及び医療機関との安全性情報の共有と
管理、対策⽴案経験
・安全性情報報告経験
・後発医薬品採⽤に関わるEBMの実践経験
・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品
等)の作成、提供経験
・医師からの問い合わせ対応経験

・病院及び医療従事者を対象とした安全性情報
の管理、対策⽴案経験
・安全性情報報告経験
・医薬品の採⽤に関わるEBMの実践経験
・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品
等)の作成、提供経験
・医師からの問い合わせ対応経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(b)組織としての
医薬品情報管理
の実践

所属する実習施設の医療環
境における医薬品情報に対
するニーズに基づき、評価
情報を提供し、不⾜情報に
対して創造的に対応する。

適正使⽤を推進するために不⾜している情報や
テーマを明確化し、新たな知⾒を⾒いだす取り
組みを⾏う。

適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ
き、医療環境に応じた医薬品適正使⽤を推進す
るための安全対策を⽴案する。
医薬品の採⽤に当たって評価すべき情報をあ
げ、必要な情報を収集して、有効かつ安全で経
済的な医薬品の採⽤、使⽤等について説明す
る。

所属する実習施設の医療環境における医療従事
者、患者等のニーズを把握し、根拠に基づいた
適切な評価を⾏い、⽬的に応じて加⼯し、適切
な医薬品情報の提供、発信(伝達)を⾏う。

所属する実習施設の医療環境に応じて医薬品適
正使⽤及び安全性情報を積極的に収集､管理す
る。

F-3-2 医薬品情報の管理と活⽤

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)医療環境に応じて医薬品の情報源や情報媒体
を把握し、利⽤して網羅的かつ最新の医薬品情
報を収集し、医療機関や患者集団への情報の適
合性や必要性を考慮する。また、根拠に基づい
た適切な評価及び⽬的に応じた加⼯を⾏い、医
薬品情報の提供、発信(伝達)を⾏う。
2)医療における安全性情報の収集に努めるとと
もに、安全性情報や回収情報等に対して医療環
境に応じて迅速に対応する。
3)報告されている種々の医薬品に関する情報を
整理、統合して、臨床で有益な知⾒を新たに構
築して提供する。
4)適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ
き、医療環境に応じた医薬品適正使⽤の推進と
安全対策を⽴案する。
5)医療環境に応じた医薬品使⽤基準について理
解し、有効かつ安全で経済的な医薬品の採⽤、
使⽤等について説明する。

(1)医療機関や地域の特性等を考慮した医薬品の情報
源・情報媒体の選択と利⽤【1)】
(2)医療環境に応じた医薬品情報の伝達と周知、その⽅
法【1)】
(3)医薬品の安全性情報の収集と報告及び緊急情報(安
全性情報、回収・製造中⽌情報等)への対応【2)】
(4)医療現場における根拠に基づく医療(EBM)の実践、
ビッグデータの活⽤【3)、4)】
(5)有効かつ安全で経済的な医薬品の使⽤⽅針と、医薬
品の適正な採⽤、採⽤中⽌等の流れ 【3)】
(6)医薬品適正使⽤の推進と安全対策の⽴案【4)】
(7)医療機関等における標準的な薬剤選択の⽅針
(フォーミュラリ)【5)】

・医薬品評価(後発医薬品や新薬の評価、フォー
ミュラリ等)
・安全性情報報告シミュレーション
・疑義照会シミュレーション

・薬局内及び医療機関との安全性情報の共有と
管理、対策⽴案経験
・安全性情報報告経験
・後発医薬品採⽤に関わるEBMの実践経験
・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品
等)の作成、提供経験
・医師からの問い合わせ対応経験

・病院及び医療従事者を対象とした安全性情報
の管理、対策⽴案経験
・安全性情報報告経験
・医薬品の採⽤に関わるEBMの実践経験
・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品
等)の作成、提供経験
・医師からの問い合わせ対応経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(c)医療安全の実
践

当該施設における医療安全
を適切に実践する。

医療安全のレベルを向上するために不⾜してい
る情報やテーマを明確化し、新たな知⾒を⾒い
だす取り組みを⾏う。⾃⾝の経験を振り返り、
各種⼿順書への反映やプレアボイド報告等を通
じ、医療安全の質向上に積極的に関与する。

実践のなかで経験したり、蓄積されているイン
シデントやアクシデント、プレアボイド報告等
をもとに、所属する医療環境の医療安全におけ
る課題を分析し、抽出する。抽出した課題に対
し、解決するための対策を議論し、提案する。

⾃分の経験したミスを記録し、報告し、振り返
り、分析する。分析に対して対応策を検討し、
実⾏する。

所属する実習施設で実施されている医薬品及び
医薬品以外の安全管理体制、⼿順書等を確認
し、その仕組みを理解する。

F-3-3 医療安全の実践 

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)⾃らのヒヤリハット事例などを振り返り、医
療現場の安全の向上に努める。
2)医療に関するリスクマネジメントにおける薬
剤師の責任と義務を把握し、医療現場での患者
安全の原則と概念、安全を確保する体制や具体
的な⽅策を説明する。
3)医療過誤やインシデント・アクシデント事例
を収集し、要因を解析した上で、発⽣時や対応
時における法的措置(刑事責任・⺠事責任)を理
解し、医療環境に合わせた適切な対応と予防策
を検討する。

(1)ヒューマンエラーと組織的なリスク【1)、2)】
(2)医療安全確保のための改善を⽬的とした報告・事例
(インシデント・アクシデント事例等)の把握【1)、
3)】
(3)医療安全管理者(リスクマネージャー)の役割と、医
療安全対策に関するマニュアル・指針の把握【1)、
2)】
(4)医療事故発⽣時の対応(報告・連絡・相談等)と記録
の⽅法【1)、3)】
(5)医薬品の安全管理体制(未承認・禁忌・適応外医薬
品の使⽤に関するモニタリングを含む医薬品安全管理
責任者等の役割)【1)、2)】
(6)多職種連携における各職種の医療安全業務内容と役
割【1)、2)】

・医療安全の概念
・医療安全の事例検討

・⾃らのヒヤリ・ハットやプレアボイド事例の
報告、振り返り、分析、提案経験
・薬局における医療安全管理体制の確認とモニ
タリング経験
・組織としてのインシデント・アクシデント事
例の収集、分析経験

・⾃らのヒヤリ・ハットやプレアボイド事例の
報告、振り返り、分析、提案経験
・組織的な医療安全業務の経験
・医療安全管理事例(適応外使⽤等)の管理、モ
ニタリング経験
・組織としてのインシデント・アクシデント事
例の収集、分析経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(c)医療安全の実
践

当該施設における医療安全
を適切に実践する。

医療安全のレベルを向上するために不⾜してい
る情報やテーマを明確化し、新たな知⾒を⾒い
だす取り組みを⾏う。⾃⾝の経験を振り返り、
各種⼿順書への反映やプレアボイド報告等を通
じ、医療安全の質向上に積極的に関与する。

実践のなかで経験したり、蓄積されているイン
シデントやアクシデント、プレアボイド報告等
をもとに、所属する医療環境の医療安全におけ
る課題を分析し、抽出する。抽出した課題に対
し、解決するための対策を議論し、提案する。

⾃分の経験したミスを記録し、報告し、振り返
り、分析する。分析に対して対応策を検討し、
実⾏する。

所属する実習施設で実施されている医薬品及び
医薬品以外の安全管理体制、⼿順書等を確認
し、その仕組みを理解する。

F-3-3 医療安全の実践 

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)⾃らのヒヤリハット事例などを振り返り、医
療現場の安全の向上に努める。
2)医療に関するリスクマネジメントにおける薬
剤師の責任と義務を把握し、医療現場での患者
安全の原則と概念、安全を確保する体制や具体
的な⽅策を説明する。
3)医療過誤やインシデント・アクシデント事例
を収集し、要因を解析した上で、発⽣時や対応
時における法的措置(刑事責任・⺠事責任)を理
解し、医療環境に合わせた適切な対応と予防策
を検討する。

(1)ヒューマンエラーと組織的なリスク【1)、2)】
(2)医療安全確保のための改善を⽬的とした報告・事例
(インシデント・アクシデント事例等)の把握【1)、
3)】
(3)医療安全管理者(リスクマネージャー)の役割と、医
療安全対策に関するマニュアル・指針の把握【1)、
2)】
(4)医療事故発⽣時の対応(報告・連絡・相談等)と記録
の⽅法【1)、3)】
(5)医薬品の安全管理体制(未承認・禁忌・適応外医薬
品の使⽤に関するモニタリングを含む医薬品安全管理
責任者等の役割)【1)、2)】
(6)多職種連携における各職種の医療安全業務内容と役
割【1)、2)】

・医療安全の概念
・医療安全の事例検討

・⾃らのヒヤリ・ハットやプレアボイド事例の
報告、振り返り、分析、提案経験
・薬局における医療安全管理体制の確認とモニ
タリング経験
・組織としてのインシデント・アクシデント事
例の収集、分析経験

・⾃らのヒヤリ・ハットやプレアボイド事例の
報告、振り返り、分析、提案経験
・組織的な医療安全業務の経験
・医療安全管理事例(適応外使⽤等)の管理、モ
ニタリング経験
・組織としてのインシデント・アクシデント事
例の収集、分析経験

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(d)感染制御の実
践

感染対策を理解し実践す
る。

感染制御のレベルを向上するために不⾜してい
る情報、テーマを明確化し、新たな知⾒を⾒い
だす取り組みを⾏う。

当該施設での感染対策(予防、まん延防⽌等)に
ついて、課題を分析し、抽出する。抽出した課
題に対し、解決するための対策を議論し、提案
する。

感染予防に配慮し、臨床検体・医療廃棄物を適
切に取り扱う。実習施設の感染管理の規定を遵
守する。標準予防策を適切に実践する。

⾃らの健康観察を⾏い、「感染しない」「感染
させない」ための基本⾏動をとる。

F-3-4 医療現場での感染制御 

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)感染症を発⽣させない環境整備等に努め、感
染源や媒介者にならない等、感染予防や健康管
理に留意して⾏動する。
2)標準予防策を理解、実践し、感染経路別の予
防策を実施する。
3)感染症が発⽣したときの対応を理解し、感染
拡⼤しないよう感染制御に努める。
4)新興・再興感染症に対して、最新の知⾒や⾏
政の対応に基づき、医療提供体制の役割等を把
握した上で、感染制御を理解する。

(1)標準予防策(⼿指衛⽣、個⼈防護具(⼿袋・マスク等)
の適切な使⽤)【1)、2)】
(2)代表的な感染症の予防策の把握と適切な消毒薬の選
択と使⽤【1)、2)】
(3)感染症発⽣時及び針刺し事故等の事例発⽣時におけ
る初期対応【1)、3)】
(4)施設内の感染症発⽣時の報告ルート、感染症法等を
踏まえた保健所等への報告【1)、3)】
(5)施設内の感染制御管理体制と感染制御における多職
種連携【1)、2)、3)、4)】
(6)新興・再興感染症等に対する対応【4)】

・⾃らの健康管理に対する意識(⾃分と患者の⾝
を守る)
・⼿洗い、ガウンテクニック
・院内感染の事例と消毒薬調製

・施設内の感染源確認と感染予防対策の実施経
験
・標準予防策の実践経験
・感染症発⽣時の対応シミュレーション

・施設内の感染源確認と感染予防対策の実施経
験
・標準予防策の実践経験
・感染症発⽣時の対応シミュレーション

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(d)感染制御の実
践

感染対策を理解し実践す
る。

感染制御のレベルを向上するために不⾜してい
る情報、テーマを明確化し、新たな知⾒を⾒い
だす取り組みを⾏う。

当該施設での感染対策(予防、まん延防⽌等)に
ついて、課題を分析し、抽出する。抽出した課
題に対し、解決するための対策を議論し、提案
する。

感染予防に配慮し、臨床検体・医療廃棄物を適
切に取り扱う。実習施設の感染管理の規定を遵
守する。標準予防策を適切に実践する。

⾃らの健康観察を⾏い、「感染しない」「感染
させない」ための基本⾏動をとる。

F-3-4 医療現場での感染制御 

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)感染症を発⽣させない環境整備等に努め、感
染源や媒介者にならない等、感染予防や健康管
理に留意して⾏動する。
2)標準予防策を理解、実践し、感染経路別の予
防策を実施する。
3)感染症が発⽣したときの対応を理解し、感染
拡⼤しないよう感染制御に努める。
4)新興・再興感染症に対して、最新の知⾒や⾏
政の対応に基づき、医療提供体制の役割等を把
握した上で、感染制御を理解する。

(1)標準予防策(⼿指衛⽣、個⼈防護具(⼿袋・マスク等)
の適切な使⽤)【1)、2)】
(2)代表的な感染症の予防策の把握と適切な消毒薬の選
択と使⽤【1)、2)】
(3)感染症発⽣時及び針刺し事故等の事例発⽣時におけ
る初期対応【1)、3)】
(4)施設内の感染症発⽣時の報告ルート、感染症法等を
踏まえた保健所等への報告【1)、3)】
(5)施設内の感染制御管理体制と感染制御における多職
種連携【1)、2)、3)、4)】
(6)新興・再興感染症等に対する対応【4)】

・⾃らの健康管理に対する意識(⾃分と患者の⾝
を守る)
・⼿洗い、ガウンテクニック
・院内感染の事例と消毒薬調製

・施設内の感染源確認と感染予防対策の実施経
験
・標準予防策の実践経験
・感染症発⽣時の対応シミュレーション

・施設内の感染源確認と感染予防対策の実施経
験
・標準予防策の実践経験
・感染症発⽣時の対応シミュレーション

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：5.地域医療や介護、福祉の中で、地域住⺠の疾病予防や健康維持・増進(a)、公衆衛⽣等に携わり(b)、個々の課題解決に取り組む。

(a)疾病予防・健
康維持・増進の
実践

地域医療や介護、福祉の中
で、地域住⺠の疾病予防や
健康維持・増進、携わる。

地域住⺠の健康や疾病予防について整理抽出し
た課題に対し、地域の疫学的データ等を利⽤し
て対応策を検討し、提案する。この繰り返しに
より地域の公衆衛⽣の向上に積極的に関与す
る。

地域住⺠の健康や疾病予防における課題や問題
点を抽出し、整理し、解決を⽬指した取組に積
極的に関わる。

地域住⺠に対する健康相談、栄養相談、介護相
談等の機会を積極的にとらえ、参加し、地域住
⺠の潜在的な問題に気づく。

地域住⺠からのセルフケア、セルフメディケー
ションの相談に積極的に応じる。

F-4 地域医療・公衆衛⽣への貢献
F-4-1 地域住⺠の疾病予防・健康維持・増進の推進、介護・福祉への貢献

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)地域住⺠が⾃らの健康⽣活を維持するための
健康の相談窓⼝として、有益な知識・情報を積
極的に提供し、適切なアドバイスを気軽に受け
られる環境を整備して、地域住⺠の健康維持・
管理を⽀援する。
2)地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ薬
剤師の役割を理解し、地域住⺠の介護・福祉を
向上させるために地域連携を推進し、⽣活環
境、⽣活の質(QOL)の維持・改善に尽⼒する。
3)地域における医療、保健、介護、福祉等の疫
学データを活⽤して、地域住⺠の健康状態及び
地域独⾃の医療、保健、介護、福祉環境等の課
題を把握するとともに、それらの課題改善への
取り組みを科学的エビデンスに基づき検討し提
案する。

(1)健康相談、介護・⽣活相談等のファーストアクセス
と薬局の役割【1)】
(2)⾷⽣活(栄養管理・健康⾷品等)や運動等(基本的⽣活
要因及び精神的要因)の評価・改善【1)】
(3)健康相談での情報収集・臨床判断とそれに対応する
プライマリケアの地域住⺠への実践(受診勧奨、救急対
応、⼀般⽤医薬品等の推奨、⽣活指導等)【1)】
(4)要指導医薬品・⼀般⽤医薬品、薬局製造販売医薬
品、医療機器、衛⽣材料、特別⽤途⾷品、保健機能⾷
品等を活⽤したセルフケア、セルフメディケーション
の指導の実践【1)】
(5)地域住⺠個々の健康維持・増進に寄与する活動(禁
煙指導、⼝腔ケア、⽣活習慣病予防、プレコンセプ
ションケア等)への参画【1)】
(6)地域包括ケアを推進する介護予防・福祉に関する相
談や地域連携活動への参画【2)】
(7)健康に関する科学的データ及び地域における医療、
保健、介護、福祉等の疫学データの評価と活⽤【3)】

・地域包括ケア、地域医療の枠組み
・地域医療の現状と課題
・セルフケア、セルフメディケーション事例の
検討、シミュレーション

・地域住⺠に対する健康相談、栄養相談、介護
相談等の経験
・セルフケア、セルフメディケーションにおけ
る指導経験
・地域住⺠への健康維持、増進活動への参画
・地域包括ケアにおける介護、福祉の対象患者
の担当
・地域の医療計画の確認と現状についての議論

・地域連携活動の経験
・地域医療計画の確認と現状についての議論

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：5.地域医療や介護、福祉の中で、地域住⺠の疾病予防や健康維持・増進(a)、公衆衛⽣等に携わり(b)、個々の課題解決に取り組む。

(a)疾病予防・健
康維持・増進の
実践

地域医療や介護、福祉の中
で、地域住⺠の疾病予防や
健康維持・増進、携わる。

地域住⺠の健康や疾病予防について整理抽出し
た課題に対し、地域の疫学的データ等を利⽤し
て対応策を検討し、提案する。この繰り返しに
より地域の公衆衛⽣の向上に積極的に関与す
る。

地域住⺠の健康や疾病予防における課題や問題
点を抽出し、整理し、解決を⽬指した取組に積
極的に関わる。

地域住⺠に対する健康相談、栄養相談、介護相
談等の機会を積極的にとらえ、参加し、地域住
⺠の潜在的な問題に気づく。

地域住⺠からのセルフケア、セルフメディケー
ションの相談に積極的に応じる。

F-4 地域医療・公衆衛⽣への貢献
F-4-1 地域住⺠の疾病予防・健康維持・増進の推進、介護・福祉への貢献

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)地域住⺠が⾃らの健康⽣活を維持するための
健康の相談窓⼝として、有益な知識・情報を積
極的に提供し、適切なアドバイスを気軽に受け
られる環境を整備して、地域住⺠の健康維持・
管理を⽀援する。
2)地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ薬
剤師の役割を理解し、地域住⺠の介護・福祉を
向上させるために地域連携を推進し、⽣活環
境、⽣活の質(QOL)の維持・改善に尽⼒する。
3)地域における医療、保健、介護、福祉等の疫
学データを活⽤して、地域住⺠の健康状態及び
地域独⾃の医療、保健、介護、福祉環境等の課
題を把握するとともに、それらの課題改善への
取り組みを科学的エビデンスに基づき検討し提
案する。

(1)健康相談、介護・⽣活相談等のファーストアクセス
と薬局の役割【1)】
(2)⾷⽣活(栄養管理・健康⾷品等)や運動等(基本的⽣活
要因及び精神的要因)の評価・改善【1)】
(3)健康相談での情報収集・臨床判断とそれに対応する
プライマリケアの地域住⺠への実践(受診勧奨、救急対
応、⼀般⽤医薬品等の推奨、⽣活指導等)【1)】
(4)要指導医薬品・⼀般⽤医薬品、薬局製造販売医薬
品、医療機器、衛⽣材料、特別⽤途⾷品、保健機能⾷
品等を活⽤したセルフケア、セルフメディケーション
の指導の実践【1)】
(5)地域住⺠個々の健康維持・増進に寄与する活動(禁
煙指導、⼝腔ケア、⽣活習慣病予防、プレコンセプ
ションケア等)への参画【1)】
(6)地域包括ケアを推進する介護予防・福祉に関する相
談や地域連携活動への参画【2)】
(7)健康に関する科学的データ及び地域における医療、
保健、介護、福祉等の疫学データの評価と活⽤【3)】

・地域包括ケア、地域医療の枠組み
・地域医療の現状と課題
・セルフケア、セルフメディケーション事例の
検討、シミュレーション

・地域住⺠に対する健康相談、栄養相談、介護
相談等の経験
・セルフケア、セルフメディケーションにおけ
る指導経験
・地域住⺠への健康維持、増進活動への参画
・地域包括ケアにおける介護、福祉の対象患者
の担当
・地域の医療計画の確認と現状についての議論

・地域連携活動の経験
・地域医療計画の確認と現状についての議論

⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：5.地域医療や介護、福祉の中で、地域住⺠の疾病予防や健康維持・増進(a)、公衆衛⽣等に携わり(b)、個々の課題解決に取り組む。

(b)公衆衛⽣・災
害への対応実践

公衆衛⽣等に携わり、個々
の課題解決に取り組む。

地域住⺠や学校の⽣活・衛⽣環境の保全につい
て整理抽出した課題に対し、具体的な対応策の
検討を⾏い提案する。この繰り返しにより、地
域住⺠の公衆衛⽣意識の向上と⽣活環境の向上
に積極的に関与する。

地域住⺠や学校の⽣活・衛⽣環境の保全におけ
る課題や問題点を抽出し、解決を⽬指した取組
に積極的に関わる。

学校薬剤師に同⾏し、学校環境の問題点の抽出
とその改善対応に取り組む。
医薬品適正使⽤や薬物乱⽤防⽌、禁煙活動等に
取り組み、現状の把握を⾏うと共に、教育的な
指導に取り組む。

地域、組織の業務継続計画(BCP)活動に参加
し、⾃らの⾏動をシミュレーションし、記述す
る。地域における感染症の予防や拡⼤防⽌を想
定し、感染症が発⽣した時の消毒や、感染症予
防対策をシミュレーションする。

F-4-2 地域での公衆衛⽣、災害対応への貢献

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)薬剤師として求められる地域住⺠の⽣活・衛
⽣環境の保全、疾病予防や感染拡⼤防⽌による
医療環境の維持・整備を実際の地域の中で実践
し、地域住⺠の健康的な環境を確保する。
2)住⺠・児童⽣徒に向けた保健知識の普及指
導・啓発活動を実践して、住⺠・児童⽣徒の公
衆衛⽣意識を向上し、⽣活環境の向上に積極的
に寄与する。
3)災害時に薬剤師が果たすべき役割や備え等を
理解し、⾏動(シミュレーション)する。

(1)地域住⺠の衛⽣管理(⾷中毒の予防、⽇⽤品に含ま
れる化学物質・農薬等の曝露や誤飲・誤⾷による中毒
への対応、環境有害物質や有害⽣物の駆除等)【1)】
(2)地域における感染症予防、拡⼤防⽌等の対策と発⽣
時の対応(感染症予防の啓発、消毒薬や衛⽣⽤品の供給
確保と使⽤法の指導、ワクチン接種への主体的参画・
貢献等)【1)、2)】
(3)学校薬剤師による学内環境の評価と指導【2)】
(4)住⺠・児童⽣徒に向けた薬の正しい使い⽅や薬物乱
⽤防⽌、アンチ・ドーピング活動、禁煙指導等に向け
た教育・啓発活動や相談対応【2)】
(5)災害時を想定した業務継続計画(BCP)に基づく準
備・災害時の初期対応(医薬品や衛⽣材料等の備蓄・供
給等)、医療救援活動の⼼構え【3)】
(6)災害時を想定した、地域医薬品等供給体制の整備や
指導(災害薬事コーディネーター等)の重要性と具体的
役割【3)】

・災害医療における薬剤師の役割
・地域の公衆衛⽣に関わる薬剤師の役割

・地域における公衆衛⽣活動への参画
・学校薬剤師活動の経験
・地域住⺠や児童⽣徒を対象とした薬物乱⽤防
⽌、アンチドーピング活動等の教育活動の経験
・地域及び薬局のBCP活動の経験

・病院でのBCP活動の経験
⼤学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック
評価の指針：5.地域医療や介護、福祉の中で、地域住⺠の疾病予防や健康維持・増進(a)、公衆衛⽣等に携わり(b)、個々の課題解決に取り組む。

(b)公衆衛⽣・災
害への対応実践

公衆衛⽣等に携わり、個々
の課題解決に取り組む。

地域住⺠や学校の⽣活・衛⽣環境の保全につい
て整理抽出した課題に対し、具体的な対応策の
検討を⾏い提案する。この繰り返しにより、地
域住⺠の公衆衛⽣意識の向上と⽣活環境の向上
に積極的に関与する。

地域住⺠や学校の⽣活・衛⽣環境の保全におけ
る課題や問題点を抽出し、解決を⽬指した取組
に積極的に関わる。

学校薬剤師に同⾏し、学校環境の問題点の抽出
とその改善対応に取り組む。
医薬品適正使⽤や薬物乱⽤防⽌、禁煙活動等に
取り組み、現状の把握を⾏うと共に、教育的な
指導に取り組む。

地域、組織の業務継続計画(BCP)活動に参加
し、⾃らの⾏動をシミュレーションし、記述す
る。地域における感染症の予防や拡⼤防⽌を想
定し、感染症が発⽣した時の消毒や、感染症予
防対策をシミュレーションする。

F-4-2 地域での公衆衛⽣、災害対応への貢献

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)

1)薬剤師として求められる地域住⺠の⽣活・衛
⽣環境の保全、疾病予防や感染拡⼤防⽌による
医療環境の維持・整備を実際の地域の中で実践
し、地域住⺠の健康的な環境を確保する。
2)住⺠・児童⽣徒に向けた保健知識の普及指
導・啓発活動を実践して、住⺠・児童⽣徒の公
衆衛⽣意識を向上し、⽣活環境の向上に積極的
に寄与する。
3)災害時に薬剤師が果たすべき役割や備え等を
理解し、⾏動(シミュレーション)する。

(1)地域住⺠の衛⽣管理(⾷中毒の予防、⽇⽤品に含ま
れる化学物質・農薬等の曝露や誤飲・誤⾷による中毒
への対応、環境有害物質や有害⽣物の駆除等)【1)】
(2)地域における感染症予防、拡⼤防⽌等の対策と発⽣
時の対応(感染症予防の啓発、消毒薬や衛⽣⽤品の供給
確保と使⽤法の指導、ワクチン接種への主体的参画・
貢献等)【1)、2)】
(3)学校薬剤師による学内環境の評価と指導【2)】
(4)住⺠・児童⽣徒に向けた薬の正しい使い⽅や薬物乱
⽤防⽌、アンチ・ドーピング活動、禁煙指導等に向け
た教育・啓発活動や相談対応【2)】
(5)災害時を想定した業務継続計画(BCP)に基づく準
備・災害時の初期対応(医薬品や衛⽣材料等の備蓄・供
給等)、医療救援活動の⼼構え【3)】
(6)災害時を想定した、地域医薬品等供給体制の整備や
指導(災害薬事コーディネーター等)の重要性と具体的
役割【3)】

・災害医療における薬剤師の役割
・地域の公衆衛⽣に関わる薬剤師の役割

・地域における公衆衛⽣活動への参画
・学校薬剤師活動の経験
・地域住⺠や児童⽣徒を対象とした薬物乱⽤防
⽌、アンチドーピング活動等の教育活動の経験
・地域及び薬局のBCP活動の経験

・病院でのBCP活動の経験

1)個々の患者・⽣活者に寄り添い、⾝体的、⼼
理的、社会的特徴の把握に努め、その想いを受
け⽌めて患者・⽣活者を全⼈的・総合的に深く
理解する。
2)薬剤師として医療の中で求められる責任を⾃
覚し、⾃らを律して⾏動するとともに、薬剤師
としての義務及び法令を遵守する。医療の担い
⼿として、豊かな⼈間性と⽣命の尊厳について
深い認識を持ち、薬剤師の社会的使命を果た
す。
3)関係者と相互理解を図り、信頼関係を構築し
た上で、他者の意⾒⼜は記述された⽂章を正し
く理解し、それに対する⾃分の意⾒を効果的な
説明⽅法や⼿段を⽤いて明確に表現する。
4)専⾨職がチームとして連携して活動を推進す
るため、チームの活動の活性化に積極的に貢献
するとともに、チームの中での個⼈の責任を果
たす。
5)⾃⼰研鑽を続けることは医療・保健に携わる
薬剤師の基本であることを理解し、薬学・医療
の進歩に対応するために、医療・保健・介護・
福祉・情報・科学技術など薬剤師を巡る社会的
動向を把握する。
6)医療の質的向上に貢献するため、再現性・信
頼性・具体性のあるエビデンスの構築に努め
る。

(1)患者・⽣活者の⽣活全般を広く観察・評価し、その
⼈らしい⼈⽣を⽀える医療の観点からその⼈に薬剤師
として何ができる常に考える。【1)】
(2)⾃らの健康管理に⼗分留意し、時間管理を徹底し、
必要な業務に⽀障のないような⽣活態度への配慮を常
に⼼がける。【2)】
(3)医療⼈として守らなければならない法令を遵守し、
法令の遵守ができていない事例などを⾒過ごさず、そ
の適切な解決に積極的に参画する。【2)】
(4)患者・⽣活者、その家族、連携する多職種などで共
有する個⼈情報は、その保護と管理に⼗分留意する。
【2)】
(5)薬剤師が臨床現場で担っている責務をよく観察し、
考察し、⾃覚を深める。【2)】
(6)⽣と死の現場で薬剤師として何ができるかを考察す
る。【2)】
(7)医療・介護・福祉関係者及び患者・⽣活者、家族と
コミュニケーションをとる機会を得て、ニーズを把握
し、わかりやすく効果的に情報共有する。【3)】
(8)多職種連携の現場で薬剤師の担っている活動に参画
する。【4)】
(9)⾃分が⾏った活動、調査、研修などは必ず記録を取
り、振り返って、より有益な活動に結び付けるととも
に、必要な時にすぐにその記録を提⽰する。【5)】
(10)進化する社会のコミュニケーションや情報関連
ツールを適切に活⽤して、社会の変化に確実に即応す
るよう努⼒する。【5)】
(11)地域で必要だと考えられる情報、社会に公表した
⽅が良いと考えられる情報を主体的に発信する。
【6)】

・患者対応
・患者の⼼理的、⾝体的、精神的、社会的特徴
事例を通した検討

◎[実習後(フェーズ③)]
・学びの振り返り
・症例報告
・クリニカルクエスチョンからリサーチクエス
チョンへの発展

・⼀⼈の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する⾃らの関わり、対
応に対する定期的省察
・多職種との関わりについての定期的な省察
・⾃⼰研鑽の機会への積極的参加
・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点の気づきと解決
策の議論

・臨床での気づき(クリニカルクエスチョン)の
記録

・⼀⼈の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する⾃らの関わり、対
応に対する定期的省察
・多職種との関わりについての定期的な省察
・⾃⼰研鑽の機会への積極的参加
・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点の気づきと解決
策の議論

・臨床での気づき(クリニカルクエスチョン)の
記録

F-5 臨床で求められる基本的な能⼒
F-5-1 医療・福祉・公衆衛⽣の現場で活動するための基本姿勢

学修⽬標 学修事項 標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院

※ルーブリックは次ページ46



・患者対応
・患者の⼼理的、⾝体的、精神的、社会的特徴
事例を通した検討

◎[実習後(フェーズ③)]
・学びの振り返り
・症例報告
・クリニカルクエスチョンからリサーチクエス
チョンへの発展

・⼀⼈の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する⾃らの関わり、対
応に対する定期的省察
・多職種との関わりについての定期的な省察
・⾃⼰研鑽の機会への積極的参加
・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点の気づきと解決
策の議論

・臨床での気づき(クリニカルクエスチョン)の
記録

・⼀⼈の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する⾃らの関わり、対
応に対する定期的省察
・多職種との関わりについての定期的な省察
・⾃⼰研鑽の機会への積極的参加
・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点の気づきと解決
策の議論

・臨床での気づき(クリニカルクエスチョン)の
記録

標準的な実習内容(例⽰)
⼤学(参考) 薬局 病院
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薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂

薬剤師 医師 歯科医師

プロフェッショナリズム プロフェッショナリズム プロフェッショナリズム
総合的に患者・生活者を
みる姿勢

総合的に患者・生活者を
みる姿勢

総合的に患者・生活者を
みる姿勢

生涯にわたって学ぶ姿勢 生涯にわたって学ぶ姿勢 生涯にわたって学ぶ姿勢
科学的探究 科学的探究 科学的探究
専門知識に基づいた問題
解決能力

専門知識に基づいた問題
解決能力

専門知識に基づいた問題
解決能力

情報・科学技術を活かす
能力

情報・科学技術を活かす
能力

情報・科学技術を活かす
能力

薬物治療の実践的能力 患者ケアのための診療技
能

患者ケアのための診療技
能

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力 コミュニケーション能力
多職種連携能力 多職種連携能力 多職種連携能力
社会における医療の役割
の理解

社会における医療の役割
の理解

社会における医療の役割
の理解

医療人に求められる資質・能力 → 生涯にわたっての目標



観点①：医療⼈としての倫理観と利他的⾏動 学修⽬標：1）2） 指針：6

参考から得た評価ポイント：姿勢、豊かな⼈間性と⽣命の尊厳、倫理観及び倫理的問題に適
切に対応する判断⼒や⾏動⼒、患者・⽣活者の権利を尊重した利他的な態度、倫理観、医療
⼈としての感性、利他的⾏動、多様性・⼈間性を尊重した利他的態度
観点②：薬剤師の社会的使命と責任の⾃覚 学修⽬標：2） 指針：7−①
参考から得た評価ポイント：法律、制度、規範等の理解・遵守、医薬品等による健康被害(薬
害、医療事故、重篤な副作⽤等)を発⽣させることがないよう最善の努⼒を重ね、
観点③：医療⼈としての⾃覚と⼼構え 学修⽬標：5） 指針：7−②
参考から得た評価ポイント：⼈の命に深く関わり健康を守るという職責の⾃覚、⽣涯にわ
たって学ぶ姿勢、必要な知識・技能の修得、⽣涯にわたり学び続ける価値観、後進の育成
観点④：他者との相互理解と信頼関係の構築 学修⽬標：3）、4）指針：7‐③
参考から得た評価ポイント：コミュニケーション・他者理解・⾃⼰理解・連携
観点⑤：エビデンスの構築への貢献 学修⽬標：6） 指針：8

参考から得た評価ポイント：医療に貢献する能⼒、省察、⾃らを⾼める努⼒、必要な知識・
技能の修得、⽣涯にわたり学び続ける価値観、後進の育成、臨床能⼒（医学的知識）、道を
究めていく
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プロフェッショナリズムの定義はいくつかあるが、ここでは、A資質能力
のプロフェッショナリズムの説明、B-1の学修目標、医学の定義、医師コ
アカリの記載を参考に、評価の指針を踏まえて観点を再構築した。

第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階
⼤学での評価(シミュレーション)

／臨床現場での評価(実地)

医療⼈としての
倫理観と利他的
⾏動

豊かな⼈間性と⽣命の尊厳
に関する深い認識を持ち、
患者・⽣活者に寄り添い、
権利を尊重し、利他的に⾏
動する。

患者・⽣活者を全⼈的・総合的に深く理解し、
患者・⽣活者の利益と安全を最優先して⾏動す
る。

患者・⽣活者の想いに寄り添い、その⾃⼰決定
をサポートする。患者・⽣活者の安全と利益を
最優先した倫理的判断をする。

⽣命の尊厳を意識し、多様性、⼈間性を尊重す
る。患者・⽣活者の視点に⽴ち、その想いを受
け⽌め、⽣活全般を観察・評価する。

⽣と死の現場で、薬剤師が⼈の命に関わる職業
であることを⾃覚し、何ができるかを深く考察
する。他者の⼈権を尊重し、思いやりを持って
利他的に⾏動する。

(a)医療⼈として
の⼼構えと⾃⼰
研鑽

薬剤師としての社会的責務
を深く理解し、使命感と責
任感を持つ。

医療⼈として社会に貢献する⾃覚と⼼構えを持
ち、常に⾃らを律して⾏動する。

薬剤師としての⼈の健康の維持・増進に貢献す
る社会的使命を深く理解し、使命感と責任感を
⾃覚する。

医療⼈として守らなければならない法令を遵守
し、法令の遵守ができていない事例等を⾒過ご
さず、その適切な解決に積極的に参画する。

薬剤師としての義務及び法令を遵守する。患
者・⽣活者のプライバシー保護に留意する。⾃
らの健康管理や時間管理が、患者・⽣活者の健
康を守ることに直結することを⾃覚する。

(b)医療⼈として
の⼼構えと⾃⼰
研鑽

医療⼈としての⼼構えを持
ち、常に⾃⼰研鑽に努め
る。

医療・福祉・公衆衛⽣を担う薬剤師として、⾃
⼰及び他者と共に研鑽し教えあいながら、⾃ら
到達すべき⽬標を定め、⽣涯にわたって学び続
ける。

研鑽を続けることは医療・保健に携わる薬剤師
の基本であることを理解し、主体的に⾃⼰研鑽
に努める。良き後輩を育てることは医療⼈とし
てのつとめであることを認識し誰かのロールモ
デルとなるよう努⼒する。

進化する社会のコミュニケーションや情報関連
ツールを適切に活⽤して、社会の変化に対応す
る。⽣涯にわたり学び続ける価値観を持ち、⾃
分⾃⾝⼜は仲間と学び合うことを通して、共に
学ぶ姿勢を⼼がける。

⼈の命に深く関わり健康を守るという職責を⾃
覚し、常に知識と技能の修得に努める。

(c)他者との相互
理解と信頼関係
の構築

他者との相互理解をはか
り、信頼関係を構築する。

⾃他の役割や思考・⾏為・感情・価値観を踏ま
え、協働する多職種で信頼関係を構築するよう
努⼒する。時に⽣じる職種間の葛藤にも適切に
対応し、 互いの職能を活かし合い、職種として
の役割を全うする。

多職種と協働する上において、職能の背景が異
なることに配慮し、情報共有し、意⾒交換し、
相互理解に努める。

⾃⾝の限界を認識し、他者を理解することに努
める。
他者理解の妨げとなる偏⾒や⾃⼰の知識不⾜に
よる理解不⾜がないか常に意識して⾏動する。

他者に対して、誠実に思いやりを持って対応す
る。他者からのフィードバックを適切に受け⼊
れる。

エビデンスの構
築への貢献

医療現場や地域の課題を科
学的な視点で考察し解決策
を提案するとともに、その
成果を広く社会に公表し薬
学の進歩に資する。

臨床現場での経験や課題解決の取組、科学的ア
プローチによる臨床課題の発⾒・解析等をまと
め、公表する。
※公表とは、⼤学での発表、学会への発表、症
例報告や⼤学に持ち帰っての議論や検討、さら
に論⽂での公表等を想定。

明確化した問題や課題に対し、解決に向けたア
プローチを議論し、解決策・対応策を提案す
る。
臨床現場で実施可能な内容については、問題や
課題の解決に向けた取り組みを⾏う。

患者の担当や事例経験からの気づきを定期的に
振り返り、議論し、内在している問題や課題を
検討し、明確化する。

患者の担当や事例の経験について、得た学び、
気づきを常に記録し、⾃ら省察する。

評価の指針：6.医療⼈として、個々の患者や家族の気持ちに寄り添い利他的な⾏動を⼼がける。また、倫理的な配慮についても深く考察して対応する。

観点 アウトカム
臨床現場での評価

評価の指針：7.薬剤師業務の社会的責務を深く理解し(a)、医療⼈としての⾃覚と⼼構えを持ち(b)、他の医療、保健、介護、福祉関係者と連携し対応する(c)。

評価の指針：8.医療現場や地域の課題を科学的な視点で考察し解決策を提案するとともに、その成果を広く社会に公表し薬学の進歩に資する。

評価ルーブリック
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学習成果基盤型教育の考え⽅

学習者の能力

方略 評価

学習環境
指導者

学習目標
（具体的なパフォーマンス）

可
視
化

解
釈

観察不可能

観察可能！

アウトカム（学習成果）
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ＤＰ

資質
能力

コアカリの
学修目標

• ご静聴ありがとうございました。
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